
12月２日（木）
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令 和 ３ 年 1 2 月 ２ 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

監 査 事 務 局 長 阪 本 典 弘

人事委員会事務局長 福 嶋 清 美

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さんおは○田口雄二議員

ようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。

今日は大変寒い中、宮崎の大先輩、そして延

岡からも傍聴に来ていただいております。本当

にありがとうございます。早起きしてこられた

と思いますので、今日は宮崎まで来てよかった

なと思えるような答弁をいただけたら助かりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、私どもの会派は、昨年末、髙橋透議員

が、また本年の９月議会の冒頭で渡辺創議員の

２人が、県議会議員を相次いで辞任し、県民連

合宮崎は、４人の会派になり寂しい思いをして

いました。しかし、髙橋さんは現在日南市長、

渡辺さんはつい先日衆議院議員となり、新たな

ステージで頑張っておられます。

そして、寂しくなった県民連合宮崎には、先

月の宮崎市選挙区の県議補欠選挙で、山内佳菜

子さんが圧勝して仲間入りをしてくれました。

当選直後のこの11月議会の初日に質問し、鮮烈

にデビューしてくれました。我が会派にとりま

しても、60歳を超えたおじさんばかりの中に、

これまでとは違う新鮮な空気を漂わせてくれて

います。

そんな状況が、今回の衆議院選挙におきまし

て、本県の国会議員の中にもできたのではない

かと思っています。本県においては、これまで

の衆参の国会議員は、９年間全て自民党所属の

議員ばかりでした。自民党支持者以外の声が国

政に届かない状況が長く続いていました。

しかし今回、立憲民主党の渡辺創衆議院議

員、そして私どもの国民民主党からは、長友慎

治衆議院議員が誕生しました。ともに44歳、新

しい風を吹かせてくれるものと信じています。

本県の国会議員の皆さんにもいい刺激を与えて

くれるものと思います。

これまで宮崎県代表の国会議員は、衆参で５

名でしたが、今回７名に増えました。本県の存

在感も増したものと考えられますが、今回の本

県の衆議院議員選挙結果をどう受け止めている

のか、知事に伺います。

次に、今回の衆議院選挙でも話題になりまし

た、日本人の賃金の推移について伺います。

日本経済は、様々な指標を外国と比べると、

低成長の日本の現在が見えてきます。アベノミ

クスでもその流れを変えることができず、1990

年代初めのバブル崩壊以来の「失われた30年」

と呼ばれる低迷状態のままです。国際通貨基金

（ＩＭＦ）の経済規模を表す名目国内総生産

（ＧＤＰ）は、アメリカ、中国に次ぐ世界３番

目の国です。

しかし、日本のバブル崩壊後の30年間で、ア

メリカのＧＤＰは3.5倍に、中国に至っては37倍

になったのに、日本は僅か1.5倍です。経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）によると、2020年の日本

の平均賃金は、加盟国35か国中22位で、１ド

ル110円で換算すると424万円、この30年間で僅

か4.4％の増加しかありません。この間、アメリ

力は47.7％増の763万円となり、247万円増加し

ましたが、日本は僅か18万円しか増えていませ

ん。これでは、ＧＤＰの半分以上を占める個人

消費が増えるわけがありません。

令和３年12月２日(木)
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令和３年12月２日(木)

そして驚いたのは、2015年には韓国にも平均

賃金が追い越されているということです。なぜ

日本の賃金が上がっていないのか、一つは、非

正規労働者が増加していることです。30年前

は、人件費が安く雇い止めをしやすい非正規労

働者は、雇用者の２割ほどであったのが、現在

では４割近くになっております。諸外国に比

べ、バブル崩壊後の反省から、日本の企業は業

績が好調なときでも賃金を低く抑え、代わりに

危機のときには、解雇や賃下げはできるだけ小

幅にする傾向が強くなりました。企業は内部留

保を増やすだけではなく、従業員に賃金で還元

させていかなければなりませんが、この30年間

で賃上げの状況が硬直化してしまった日本で

は、賃金アップは容易ではありません。

この30年の我が国の賃金の推移について、知

事の所感を伺います。

次に、今回の国の経済対策、補正予算案につ

いて、地方税財政常任委員長として、また宮崎

県知事として、それぞれの評価を伺います。

次に、ふるさと納税が2008年にスタートし、

一時は各自治体の返礼品競争のようになり、豪

華な返礼品を提供するなど加熱し過ぎて、2019

年の６月に制度の見直しが行われました。返礼

品は、「寄附額の３割以下の地場産品」などの

基準を守る自治体のみ参加できる制度に移行し

ました。

そんな中、2020年度のふるさと納税の寄附総

額が6,725億円と、過去最高となり、寄附件数も

過去最多となったようです。都城市の受入額

は、約135億2,500万円と堂々の日本一、都農町

も約82億6,800万円でした。

コロナの感染拡大による巣籠もり需要を背景

に、各地の返礼品を楽しむ寄附者が増えたと見

られています。一方、自治体がコロナ禍の医療

支援などを目的に返礼品なしで寄附を募るケー

スも増えているようです。

昨年度、全国での受入額が過去最高となった

ふるさと納税制度について、知事の所見を伺い

ます。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、衆議院議員総選挙の結果についてであ

ります。

今回の衆議院議員総選挙は、新型コロナ感染

防止や経済対策が主な争点であり、それぞれの

選挙区で様々な論争がなされたところでありま

すが、結果として本県選出の国会議員が増えた

ことにつきましては、本県の声を国政に届ける

チャンネルが増えることになったものと受け止

めております。

現在、コロナ禍からの回復と経済復興をはじ

め、人口減少対策やデジタル化、グリーン化へ

の対応など、国、地方を通じた喫緊かつ重要な

課題が山積しておりますので、私としまして

は、本県の声、要望をしっかりと国に届け、郷

土宮崎の発展のために、国会議員の皆様ととも

に力を尽くしてまいりたいと考えております。

次に、賃金の推移についてであります。

我が国の賃金につきましては、国税庁の令和

２年分民間給与実態統計調査によりますと、30

年前の平成２年で425万円、令和２年で433万円

となっており、ほとんど変わっていない状況で

あります。

平均賃金が上がらない要因としましては、女

性や高齢者等の非正規雇用者の増加や、労働生

産性の伸び悩みなど、様々な要因があるものと

認識しております。
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私としましては、賃金水準向上のためには、

企業の収益力を高め、その一定部分が適正に賃

金に分配されることや、正規雇用者と非正規雇

用者の賃金格差の是正などが重要であると考え

ております。

このため、今後、政府による成長と分配を図

る各種の政策がしっかりと実行されることによ

り、本県をはじめとする地方の雇用や賃金等に

好影響をもたらすことを期待しているところで

あります。

次に、国の経済対策、補正予算案についてで

あります。

今回の経済対策、補正予算案については、地

方税財政常任委員長として、高く評価をしてい

るところであります。

その内容として、特に重要と考えております

のは、新型コロナの拡大防止、ウイズコロナ下

での社会経済活動の再開と次なる危機への備

え、「新しい資本主義」の起動、防災・減災、

国土強靱化の推進などの安全・安心の確保を柱

としまして、今後、国と地方が一体となって進

めるべき政策が示されているという点がありま

す。

また、新型コロナ対応臨時交付金につきまし

ては、全国知事会として、都道府県分、市町村

分を合わせて２兆円を要望しておりましたが、

これに対応するもの、また、それ以外の部分も

含めて、この交付金が6.8兆円の増額をされて、

こうした全国知事会の提言内容が多数含まれて

いるという点が重要だと、それぞれ考えており

ます。

本県にとりましても、感染対策の充実やコロ

ナの影響を受けた県民の暮らしや事業者の支援

をはじめ、デジタル化を推進する新たな交付金

の創設や、国土強靱化のための５か年加速化対

策の着実な推進など、来年度の重点施策に掲げ

た取組を力強く後押しする内容が数多く盛り込

まれているものと受け止めております。

今後の予算編成におきまして、これらの積極

的な活用を図り、県民生活や地域経済の回復

と、コロナ後も見据えた県勢発展の基盤づくり

に努めてまいります。

最後に、ふるさと納税制度についてでありま

す。

ふるさと納税は、地域の活性化や住民福祉の

向上を推進するための財源確保に寄与するとと

もに、地場産業の振興や域内経済の循環など、

地方創生を推進する上で重要な役割を果たして

いるところであります。

この制度につきましては、様々な制度的な課

題も指摘されているところでありますが、適宜

見直しがなされているということ、さらに、

様々な制度・仕組みはいかに適切に使うかと、

その使い方次第であるということを考えており

ます。

県におきましては、一人でも多くの方々に、

この制度を通じて宮崎を応援していただけるよ

う、観光地や県産品をはじめとする魅力のＰＲ

に積極的に取り組むとともに、市町村に対しま

しても、制度が適正かつ有効に活用されるよ

う、必要に応じて情報提供等を行ってまいりま

す。

今後とも、市町村等と連携しながら、地域の

発展に資する成果が一層得られるよう努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

答弁ありがとうございまし○田口雄二議員

た。

今回の総選挙は、全国的に見ると、先日の満

行議員が指摘したように、女性議員の躍進が期
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待されていたのに、逆に減少してしまいまし

た。もう一点は、世襲の候補者が増加したこと

です。自民党に至っては、世襲候補者が約30％

になっています。菅前首相は以前、幅広く多彩

な人材が入ってくるというのが基本、世襲議員

は全体の１割程度に抑えるべきと主張していま

したが、実際は全く逆の方向に進んでいるよう

です。

さて、日本の賃金が上がっていないと言いな

がら、2020年度の国の税収は60.8兆円と、史上

最大を更新しました。コロナで経済が大変なと

きにと、聞き間違いかと思うほどでした。主に

消費税の税率アップと法人税の伸びが要因のよ

うです。外需の回復による製造業の業績拡大が

あるようです。利益は、内部留保に回さず、従

業員の賃金アップや戦略的な設備投資等につな

いでほしいものです。あわせて、企業の都合に

より雇用が止められる非正規労働者こそ、逆に

賃金を安定させてあげなければなりません。

それでは次に、医療福祉保健行政の質問に移

ります。

質問に入ります前に、先日、貴重な経験をし

ましたので、その御報告をさせていただきま

す。兵庫県の神戸大学医学部附属病院で、初の

国産手術支援ロボット「ｈｉｎｏｔｏｒｉ」を

見てきました。2020年８月に製造販売承認を取

得し、同年12月には、１例目の手術が実施され

ました。これまではアメリカ製の「ダビンチ」

が有名で、世界中で3,000台以上も利用されてお

り、本県では宮崎大学医学部附属病院に導入さ

れており、新しくできます県立宮崎病院にも導

入されることとなっています。

手術支援ロボットは、体に開けた複数の小さ

な穴から、アームにつけた内視鏡やメスを入れ

て手術するものです。開腹手術と比較して出血

量も少なく、患者への負担が少ない手術です。

医師はコックピットの３Ｄ画像を見ながら操作

します。手振れを補正してくれるほか、座って

操作するので、長時間の手術でも医師の疲労が

軽減されるなどのメリットがあります。

写真等で見るダビンチと比較すると、ｈｉｎ

ｏｔｏｒｉは実にコンパクトでシンプル、離れ

た場所にあるコックピットで、高精細な３Ｄ画

像を見ながら、ロボットアームを実際に操作さ

せていただきました。初めて触ったにもかかわ

らず、思いのほか細かい作業ができることに驚

きました。ｈｉｎｏｔｏｒｉの基本的な仕組み

や機能性は、ダビンチと大きく変わらないそう

で、ロボットアームの操作性の高さ、手術室に

おける操作スペースの確保のしやすさなどの優

位性が挙げられる上に、ダビンチよりは格安で

す。国産ということもあり、メンテナンスなど

を考えると、今後の展開が注目されます。ダビ

ンチ同様に遠隔地からの手術ができ、この機器

を使うことによって、医療の地域格差の改善に

もつながることを期待しながら、それでは質問

に戻ります。

まず初めに、県立延岡病院の臨床研修医につ

いて質問いたします。

私は、県立延岡病院の医師確保対策として、

臨床研修医の確保を、かねてより病院局にお願

いしてまいりました。医師は、初期臨床研修を

受けた医療機関で継続して専門研修を受け、そ

のまま定着する傾向が高いと言われています。

しかし、残念ながらなかなかマッチングに至ら

ず、2008年からは９年連続で１人もいない厳し

い状況が続いてきました。

そんな中、県立日南病院に2013年４月に、

「宮崎大学地域総合医育成サテライトセン

ター」が開設されますと、開設以降、日南病院
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には安定して臨床研修医がマッチングし始めま

した。同様のセンターを延岡病院にも開設する

よう要望してまいりましたが、かないませんで

した。

しかし、2017年から研修医が久しぶりに延岡

病院とマッチングし、その後４年連続してお

り、喜んでいたところ、何と2022年度に向けた

マッチングは、定員６名を満たす６名の過去最

多となりました。県全体では過去最多であった

昨年から５名減少しているのに、この結果で

す。病院局をはじめ関係各位の御尽力に、心か

ら感謝を申し上げます。あとは、研修予定の学

生諸君にしっかり勉強していただき、無事医師

国家試験に合格して、予定どおりに研修をス

タートしてほしいものです。

そこで、今回の県立延岡病院の臨床研修医の

マッチングに至った成果をどのように見ている

のか、病院局長にお伺いいたします。

臨床研修医につき○病院局長（桑山秀彦君）

ましては、県内での受講者の拡大に向けまし

て、宮崎大学などと連携し、説明会の実施をは

じめとするＰＲ活動などに取り組んできたとこ

ろであります。

こうした中、来年度からの研修医の延岡病院

でのマッチング数は、御質問にありましたよう

に過去最高の６名となっており、関係者一体と

なった取組に加えまして、これまで延岡病院が

地域の中核病院として取り組んでまいりました

救急医療や急性期医療の充実が、研修の場とし

て高く評価されたものと考えております。

臨床研修医をはじめ、延岡病院での勤務経験

のある医師が増えることは、将来の医師確保に

もつながるものでありますので、今後とも臨床

研修医の確保に努めてまいります。

来年度からは、宮崎大学医学○田口雄二議員

部の地域枠が15名増えて40名になる予定ですの

で、臨床研修医や医師確保については、さらに

期待が高まります。引き続きの御尽力をよろし

くお願いいたします。

さて、県立延岡病院は、医師数をはじめ多く

の点で大きく改善されてきていることに感謝い

たします。それでも、県北の中核病院であるに

もかかわらず、休診診療科があることなど、今

後の延岡病院の課題とその対応について、病院

局長に伺います。

延岡病院では、近○病院局長（桑山秀彦君）

年、ヘリポートを備えた救命救急センターや心

臓脳血管センターの整備、救急車タイプのドク

ターカーの運行など、地域の医療ニーズに対応

し、病院機能の強化を図ってきたところでござ

います。

しかしながら、御質問にもありましたよう

に、診療科によっては医師が不在、あるいは不

足するような状況となっておりまして、病院機

能の強化のためには、医師の確保は不可欠と考

えております。

引き続き、大学への医師派遣の働きかけな

ど、関係者と連携しながら、医師の確保に努力

してまいります。

ありがとうございます。○田口雄二議員

次は、不妊治療について質問いたします。

日本産科婦人科学会は、不妊治療の体外受精

によって2019年に誕生した子供の数は、過去最

多の６万598人だったと、調査結果を公表しまし

た。この年に生まれた子供の約14人に１人が体

外受精であったようです。1983年に国内初の体

外受精児が生まれて以降、71万931人となり、つ

いに70万人を突破しました。

県内の特定不妊治療に対する費用助成の状況

と、実施医療機関の指定状況について、福祉保
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健部長に伺います。

体外受精な○福祉保健部長（重黒木 清君）

どの特定不妊治療に対する費用助成につきまし

ては、県と中核市である宮崎市でそれぞれ実施

しており、令和２年度における県内全体での助

成件数は、延べ914件となっております。

この助成については、令和３年１月治療終了

分から、助成額の増額や所得制限の撤廃など、

内容が拡充されたところであります。

また、助成対象となる特定不妊治療を実施す

る医療機関として県が指定している医療機関

は、宮崎市に３施設、都城市に２施設、日向市

に１施設、合計で６施設となっております。

不妊治療は、菅政権時の目玉○田口雄二議員

政策でもあり、来年４月から保険適用になる予

定です。詳細はまだ不明ですが、経済的負担が

少ない不妊治療になってほしいものです。

次に、感染症法では、症状の重症度やウイル

スの感染力などから、感染症を「１類～５類感

染症」の５段階と、「新型インフルエンザ等感

染症」「新感染症」「指定感染症」の３種類の

合計８区分に分類されています。現在、新型コ

ロナウイルス感染症を季節性インフルエンザ並

みの５類感染症にできないかという声が上がっ

てきています。保健所や行政や入院病床の負担

が大きいことから出てきたものと思います。さ

きの衆議院選挙の際にも、私どもの政党に対し

て、有権者からこの件について問合せがあり、

候補者としての見解を求められました。

新型コロナウイルス感染症は、新型インフル

エンザ等感染症に分類されていますが、５類感

染症との違いは何か、福祉保健部長に伺いま

す。

感染症は、○福祉保健部長（重黒木 清君）

議員の御質問にありましたとおり、病原体の感

染力の強さなどに応じて、感染症法におきまし

て８つに分類されており、それぞれ感染者の隔

離などの行動制限や保健所の関与の程度が定め

られております。

新型コロナウイルス感染症は、新型インフル

エンザ等感染症に位置づけられておりまして、

疫学調査の実施など行政の強い関与が必要とさ

れており、保健所の管理の下、感染者に対して

入院勧告や就業制限による隔離などの厳しい措

置が取られることとなっております。

一方、５類感染症は、感染症の種類によって

多少の違いはあるものの、例えばインフルエン

ザにつきましては、指定医療機関の医師から患

者数が保健所に報告されますが、強い行政の関

与や特段の行動制限はございません。

ここに来て、最も警戒度の高○田口雄二議員

い変異株のオミクロン株が登場してきました

が、新たにワクチンや経口治療薬などが開発さ

れないと、５類感染症への議論はまだまだ先の

ようです。

さて、厚生労働省は、２年前、再編統合424の

公立・公的病院を公表し、2025年までに、規模

縮小も含めた再編統合を終える計画です。本県

の７つの公立病院を再編統合の対象として選定

しています。

しかし、中山間地は民間病院が少なく、公立

病院が、地域住民の命を預かる大きな責任を持

ちながら、少ない医療スタッフで地域医療を支

えており、地方の反発の声が上がりました。ま

た、この公立病院の再編統合計画が出されて、

すぐに新型コロナ感染症が感染拡大し、改めて

地域の医療の中核となる公立病院が見直された

ところです。

そこで、国が再編統合対象の公立・公的病院

を公表して２年経過しましたが、その後の国の
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動きと、県としてはどのように取り組んでいく

のか、福祉保健部長に伺います。

国は、持続○福祉保健部長（重黒木 清君）

可能な医療体制の構築に向けて、地域医療構想

を推進する中、令和元年、同様の診療実績を有

する医療機関が近接するなどの理由により、将

来方針の再検証が必要であるとする公立・公的

病院を公表したところでありますが、新型コロ

ナの感染拡大が進む中、昨年８月、再検証の期

限を含め、地域医療構想の進め方について改め

て整理するとの方針が示されたところでありま

す。

現在のところ、国から新たな方針は示されて

おりませんが、県としましては、地域医療構想

の推進に際し、人口減少や高齢化の進展を見据

えた医療提供体制が求められる中で、再編統合

や病床削減ありきではなく、感染症リスクへの

対応も含め、地域の実情を踏まえながら、関係

者間で丁寧な議論を行うことが重要であると考

えております。

地方の声をしっかりと届けて○田口雄二議員

いただきたいと思います。

次ですが、人口減少などで水の使用量が減

り、料金収入の減少が見込まれる一方、老朽化

した水道管や施設の更新費用などが必要で、多

くの自治体で水道事業を取り巻く環境は厳しい

状況です。

そのような中、本年７月、宮城県議会で、県

の水道事業の運営権を20年間、民間事業者に与

える議案が可決されました。２年前に施行され

た改正水道法で導入された仕組みを使った全国

初の試みとなりました。宮城県は、民間の技術

やノウハウを活用してコストを削減し、将来の

水道料金の値上げを抑えたいとしています。た

だ、暮らしに欠かせない水道事業を民間に託す

ことに不安を抱く住民は少なくありません。宮

城県は、運営権を売却後も水質検査などは引き

続き行い、水道料金についても契約の中でしっ

かりとルールを決めると強調しています。それ

でも事業者任せにならないか等々、住民の不安

は尽きないようです。

宮城県が導入しようとしている水道事業の民

営化の手法について、県はどのように考えてい

るのか、また県内の水道事業者の動きはどう

か、福祉保健部長に伺います。

宮城県が導○福祉保健部長（重黒木 清君）

入するのは、コンセッション方式と呼ばれてい

るもので、完全な民営化ではなく、施設の所有

権を自治体に残したまま、当該施設の運営等を

行う権利を民間事業者に設定する事業方式で、

水道法の改正により令和元年10月から導入が可

能となったものでございます。

県内水道事業におきましては、人口減に伴う

収益の減少や施設の維持・更新に係る経費の増

大などの課題があり、今後もますます厳しい経

営環境が予想されております。

県としましては、コンセッション方式の導入

は、これらの課題解決に向けた手法の一つと考

えておりますが、導入の可否に当たりまして

は、市町村等の各水道事業者が、地域の実情を

踏まえ判断していく必要があると考えておりま

す。

なお、現時点で県内では、このコンセッショ

ン方式の導入を検討している水道事業者はない

ものと認識しております。

それでは、次の質問に移りま○田口雄二議員

す。

東九州メディカルバレー構想は、2011年に地

域活性化総合特区の指定を受け、2017年からは

新たな計画の下、取組を強化しながら進められ
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てきたところです。10年が経過し、今年度が計

画認定の最終年度となることから、現在県にお

いて、特区継続を見据え新計画の作成に取り組

まれているところです。東九州メディカルバ

レー構想の現状をどのように評価しているの

か、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（横山浩文君）

東九州メディカルバレー構想に基づき、県内企

業の医療関連機器の開発支援や、大学寄附講座

設置による研究開発支援、医療技術・機器の海

外展開支援などを行ってきたところでございま

す。

これらの取組によりまして、産学官から成る

「宮崎県医療機器産業研究会」の会員企業が32

社から103社に増加するとともに、様々な医療関

連機器が開発されてきておりまして、輸出され

る機器も出てきております。

また、昨年は、複数の研究会員と大学等の関

係機関が連携し、感染者を隔離するエアー式簡

易陰圧室など、コロナなどの感染症対策のため

の製品も開発されたところであり、構想策定か

ら10年が経過する中で、着実に成果が現れてき

ておりますので、引き続き当該構想の推進に努

めてまいります。

医療関連企業が集積している○田口雄二議員

延岡市・日向市・門川町が連携しながら、地元

企業の医療関連機器産業への参入を促進してき

たところ、その成果が徐々に現れてきておりま

す。さらに、現在のコロナ禍にも見られるよう

に、医療関連機器の重要性はさらに大きくなっ

ています。今後、本県の主要産業と位置づけ、

県北２市１町が連携して行う医療関連機器産業

振興の取組に対して、財政面の支援を継続、さ

らに強化していただきたいのですが、県の考え

を商工観光労働部長に伺います。

延岡市を○商工観光労働部長（横山浩文君）

はじめとします２市１町におきましては、東九

州メディカルバレー構想の取組を牽引する企業

が集積しておりますことから、地場企業に対す

る医療機器参入セミナーの開催や医療関連機器

等の展示会出展など、県と一体となって積極的

な構想推進に取り組んでいただいております。

県といたしましても、東九州メディカルバ

レー構想を一層推進していくためには、２市１

町の取組は重要なものと考えておりますので、

これまでの推進体制の維持・充実を図るため、

引き続き連携しながら、国の交付金や補助事業

の活用などによる財源確保に努めてまいりま

す。

特区の継続が構想の発展につ○田口雄二議員

ながります。引き続きの支援をお願いいたしま

す。

次に、人材確保の質問です。

宮崎労働局が、「来春卒業予定の県内高校生

の10月末時点の就職希望者数が前年より13.2％

減の2,071人となり、過去最少になった」と公表

しました。逆に、求人予定数は3,782人となり、

前年より2.8％増となりました。

県内企業における高校生対象の求人数は、近

年人手不足の製造業や医療・福祉、建設業など

を中心に増加傾向にあり、県内求職者に対して

求人倍率は2.7倍となっており、人材確保が激化

しております。

来春卒業予定の高校生の就職希望が減少して

いますが、県内就職に向けた対策の取組状況に

ついて、商工観光労働部長に伺います。

高校生の○商工観光労働部長（横山浩文君）

県内就職に向けた対策につきましては、県内企

業の魅力を知っていただくため、約200社の企業

を紹介する冊子を配付いたしますとともに、高
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校３年生を対象とした企業説明会を開催してお

ります。

また、県内企業で実際に働くイメージを持っ

ていただくため、高校生が職業体験をする様子

を記録した動画による情報発信や、企業から直

接指導を受けながら、生徒が主体となって商品

開発などを行う実践プログラムを実施しており

ます。

こうした中で、先日、宮崎労働局が公表しま

した今年10月末現在の高校３年生の県内就職内

定率は63.5％と、同時期としましては過去最高

となったところでありまして、今後とも、国や

教育委員会など関係機関と連携しながら、高校

生の県内就職の促進に取り組んでまいります。

県内企業で、最近テレビコ○田口雄二議員

マーシャルをするところが増えてきています。

人材確保のため、知名度アップに取り組んでい

ます。

農政の質問に移ります。

2020年度の本県の農畜水産物の輸出額は、72

億9,000万円となり、過去最高の実績を残しまし

た。コロナ感染症の影響で海外との交流は激減

しましたが、前年比23％も増加しているようで

す。コロナ感染症の拡大前に日本を旅行した人

たちが、日本の食の質の高さとおいしさを知

り、自国に帰っても日本の食材を求めていると

のニュースも耳にします。本県も以前より、経

済的に大きく成長している東アジア戦略を強化

していましたので、その成果が出たものとも予

想されます。

そこで、昨年度、過去最高となった本県農畜

水産物の輸出状況について、農政水産部長に伺

います。

令和２年度の○農政水産部長（牛谷良夫君）

本県農畜水産物の輸出額は、コロナ禍の影響

で、当初は低調に推移しましたが、その後回復

し、議員御指摘のとおり72億9,000万円と過去最

高を更新したところです。

中でも輸出額の７割近くを占める牛肉は、巣

ごもり需要の高まりによるインターネット販売

等が好調だったこともあり、前年度比119％の49

億円となりました。

なお、国・地域では、香港が28億円と最も多

く、アジア向けが前年度比140％と増加した一

方、経済活動の再開が遅れた欧米向けは、前年

度比93％に減少したところです。

県としましては、引き続き、コロナ禍の消費

行動や経済情勢を捉えながら、オンライン商談

やｅコマースの取組強化、取引先と連携した

フェア等を支援し、さらなる輸出拡大を図って

まいります。

以前から、香港への輸出が輸○田口雄二議員

出先のトップを占めておりました。

しかし、最近の香港は政治状況が変わり、香

港内が混乱している状況がありましたので、心

配しておりましたが、輸出は順調であることが

確認できて安心いたしました。引き続きの御尽

力をお願いします。

次に、我が国の食料の自給率について伺いま

す。

我が国のカロリーベースでの食料自給率は

年々下がり続け、様々な観点から自給率アップ

の議論がなされてきました。しかし、農林水産

省が公表した2020年度の食料自給率は37％にな

り、前年度から１ポイント低下しました。過去

最低の水準に逆戻りです。政府は、昨年「食料

・農業・農村基本計画」を閣議決定し、2030年

度にカロリーベースの食料自給率を45％に引き

上げるとしました。45%の目標は、2025年度まで

の従来計画と同じで、達成時期を５年先送りし
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たことになります。

そこで、国内の自給率が伸び悩んでいます

が、国内指折りの食料供給県の知事としての見

解を伺います。

日本の食料自給率は、○知事（河野俊嗣君）

食生活の変化や輸入の増加などによりまして長

期的な低下傾向が続く中、世界的な人口増加や

気候変動の影響、さらにはコロナ禍における食

料の安定供給のリスクが顕在化しております。

食料供給基地として本県が果たすべき役割は、

一層高まっているものと認識しております。

このため、本県におきましては、生産者の減

少・高齢化に対応した生産力の確保に向け、新

規就農者や定年帰農者などの多様な担い手の確

保・育成を図るとともに、スマート農業の普及

や農地の大区画化などを促進してまいります。

また、燃油・飼料価格高騰など、国際情勢の

変化に柔軟に対応できる農業構造への変革を図

るため、畜産バイオマス発電などのバイオマス

エネルギーの積極的な活用や、飼料用米などの

国産飼料の生産拡大などに取り組み、持続可能

な食料生産の循環を実現してまいります。

こうした取組を進めることによりまして、食

料を安定的に供給できる産地として、我が国の

食料自給率の向上に貢献をしてまいります。

自給率の高い米の消費量が減○田口雄二議員

るなど、食生活の変化や農家、農地の減少で、

供給体制が衰えています。また、ＴＰＰの発効

で、安い農産物の輸入拡大なども考えられ、目

標達成を先送りしても、自給率のアップは並大

抵ではありません。政府の本気度が問われま

す。

次に、五ヶ瀬川水系のアユ資源の回復に向け

た取組について伺います。

五ヶ瀬川水系のアユ漁獲量は、1972年の89.3

トンをピークに減少の一途をたどっている中、

アユ資源回復に向けた取組として、1993年に宮

崎大学等が中心となってまとめた「アユ資源管

理の進め方」に基づき、増殖対策や漁業管理等

が行われてきました。また、2016年12月から、

アユ資源回復に向けた方向性を定めるととも

に、2019年１月より、土々呂湾での海産稚アユ

の採捕制限などにも取り組んでいただいており

ます。しかし、環境の変化などもあり、なかな

か成果が見えてこない状況でした。

現在、五ヶ瀬川には延岡の秋の風物「鮎や

な」がかかっていますが、産卵のため海に下る

アユを捕獲する「おてす」に連日、大量のアユ

が流れ落ちています。私自身、「おてす」のこ

んなに大量のアユを見たことがありません。県

の進めるプロジェクト等が成果を上げてきたの

かと、期待したくなるところです。

そこで、五ヶ瀬川水系のアユ資源管理による

資源の回復状況について、農政水産部長に伺い

ます。

五ヶ瀬川のア○農政水産部長（牛谷良夫君）

ユ資源につきましては、深刻な状況にありまし

た平成28年度から、海でのアユ稚魚の採捕量制

限や、河川での採捕期間の短縮などに取り組ん

でいるところでございます。

毎年５月に実施している資源量のモニタリン

グでは、平成28年度の約68万尾から、今年度は

約134万尾と、ようやく回復の兆しも見えてきま

した。しかしながら、河川の水産資源は、環境

などの影響により大きく変動しますことや、調

査結果が漁獲に反映されていないことから、引

き続き資源の動向を注視していきたいと考えて

おります。

今後とも、関係者の協力の下、資源の管理に

努め、五ヶ瀬川のアユ資源の回復に取り組んで
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まいります。

もう少し状況を見守らなけれ○田口雄二議員

ばならないようです。

次に、道路に関して２点伺います。

国土交通省の有識者会議が、高速道路の料金

徴収期間の延長の検討を含んだ中間答申をまと

めたようです。道路は、国民生活や経済活動に

欠かせず、無料で使えるのが原則とされてきた

にもかかわらず、無料化は一ツ葉有料道路のよ

うに再延期され、実質、料金徴収の無期限の延

長となる今回の中間答申は、本当に残念です。

2019年９月に、国の「高速道路における安全

・安心基本計画」が公表され、東九州自動車道

の本県内の３区間を、優先整備区間として４車

線化を進めると公表され、既に２年が経過いた

しました。その前に既に事業化されていた宮崎

西－清武間と併せて、東九州自動車道における

４車線化事業の進捗状況と取組について伺いま

す。

西日本高速道○県土整備部長（西田員敏君）

路株式会社によりますと、平成30年度に全国で

実施された「重要インフラの緊急点検」の結果

を踏まえ、平成31年度に事業化された宮崎西－

清武間は、本線工事が10月に契約されるなど、

順調に事業が進められております。

また、国の「高速道路における安全・安心基

本計画」において、暫定２車線区間を優先的に

４車線化するとされた区間の中から、令和３年

度に事業化された高鍋－西都間は、現在、工事

用道路などの検討や、調査・設計の準備が進め

られております。

４車線化は、事故防止や災害発生時などの通

行止めリスクの回避などの観点からも重要であ

りますことから、県としましては、知事を先頭

に、あらゆる機会を捉えて要望活動を行ってい

るところであります。

引き続き、県内の東九州自動車道の４車線化

が進むよう、しっかりと取り組んでまいりま

す。

同じく４車線化となります○田口雄二議員

が、延岡市の安賀多通線構口工区は、延岡西環

状線を構成する重要な路線です。通勤や帰宅時

間は渋滞し、この渋滞解消が大きな課題となっ

ていました。４車線化のための用地買収が急速

に進み、市民の期待も大きくなっています。

安賀多通線構口工区の進捗状況と新規工区着

手の見通しについて、県土整備部長に伺いま

す。

安賀多通線構○県土整備部長（西田員敏君）

口工区につきましては、渋滞対策や通学路の安

全確保のため、延岡警察署交差点から南延岡駅

前交差点までの970メートル区間を、平成27年度

から都市計画事業により整備を進めておりま

す。

現在、取得が必要な用地のうち約８割の契約

をいただいたところでありまして、今後は、電

線の地中化を含めた拡幅工事を行うこととして

おります。

また、構口工区から南側に計画しております

新規工区につきましては、事業中区間の進捗状

況を踏まえながら、今後の事業化について判断

したいと考えております。

県としましては、引き続き、必要な予算確保

に努めますとともに、関係機関や地元の皆様の

御意見をいただきながら、事業を進めてまいり

ます。

４車線化がだんだん見えてき○田口雄二議員

ました。今後ともよろしくお願いいたします。

次は、教育関連の質問です。

通信制高校が全国的に増加しているようで
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す。2019年５月現在、全国で253校、高校全体の

僅か約５％に過ぎませんが、少子化で全日制・

定時制高校の生徒数や学校数が減る中、2000年

の113校から２倍以上に増えています。不登校や

帰国子女など様々な背景を持つ生徒の進学先と

して、1990年代頃から入学者が急増しているよ

うです。2003年度から規制緩和され、構造改革

特区に限り株式会社の学校設置が可能となり、

民間参入が相次ぎ、特に３都道府県以上から生

徒を集める広域通信制高校では、ＩＣＴを取り

入れた先進的な教育を展開するところも出てき

ています。

北海道の深川市に本校を置く広域通信制高校

「クラーク記念国際高校」に至っては、本校と

全国63か所のサテライト施設に約１万人の生徒

が在籍しているようで、本県は宮崎駅前にあり

ます。

このように通信制高校が大きく変わりつつあ

る中、本県における県立高校の通信制課程に在

籍する生徒数と、過去５年間の推移を教育長に

伺います。

通信制課程を設置○教育長（黒木淳一郎君）

しております県立高校は、宮崎東高校と延岡青

朋高校の２校であり、令和３年５月１日現在

で、生徒数は２校合わせて1,081名であります。

また、過去５年間の生徒数の推移を見ます

と、平成28年度が2,029名、平成29年度が1,834

名、平成30年度が1,339名、令和元年度が1,176

名、令和２年度が1,095名で推移しております。

全国の通信制の生徒数は増加○田口雄二議員

しているのに、本県に至っては５年間で半減し

ていますが、その要因を教育長に伺います。

平成28年度当時○教育長（黒木淳一郎君）

は、通信制高校に在籍はしているものの、学習

活動の実態のない生徒の割合が約半数を占める

など、生徒数の把握が困難な状況にありまし

た。

そこで学校では、生徒一人一人に、学業への

復帰に向け動機づけや励ましを行った上で、継

続の意思の確認等を丁寧に行ってまいりまし

た。

その結果、学習活動の実態のない生徒数が

年々減少し、現在は、活動実態に見合った在籍

者数になったところであります。

結局、学習意欲のない休眠中○田口雄二議員

の生徒の分が整理されたということですね。

そこで、県内における私立高校の通信課程の

現状を、総合政策部長に伺います。

県が所管して○総合政策部長（松浦直康君）

おります私立高等学校につきましては、これま

で通信制課程を設置する県立高校がなかった県

西地区及び県南地区におきまして、近年、設置

が行われております。県西地区では、令和元年

度に都城聖ドミニコ学園高等学校が、それから

県南地区では、令和３年度に日南学園高等学校

が、新たに通信制課程を設置しております。

今年５月１日現在の生徒数は、２校合わせ

て38名となっております。

聞きましたら、来年４月には○田口雄二議員

小林西高校も開講するそうです。そのほかに

も、先ほど紹介したクラーク記念国際高校やＮ

ＨＫ学園高等学校、そのほかにもネットで見る

と何校か出てきましたが、県当局によります

と、詳細は不明ということでした。広域通信制

高校は、これまで何校か不祥事を起こした学校

もあり、高校生の教育の場がちょっと変わって

きています。今後もちょっと注意して見ていか

なければならないと思っています。

次の質問に移ります。

先月の24日、愛知県の弥富市立十四山中学校
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で生徒同士のトラブルがあり、３年生の男子生

徒が、同級生に刃渡り20センチの刺身包丁で腹

部を刺され、死亡する事件が発生しました。衝

動的に起こされた事件ではなく、事前にイン

ターネットで凶器を手に入れ、計画性がありま

す。傷は肝臓を貫通するという強い殺意を感じ

させるものですが、動機等の詳細はまだ不明で

す。

大阪教育大学附属池田小学校で発生した無差

別殺傷事件以来、学校内の安全対策が議論され

るようになりました。今回は生徒と生徒の間の

事件ではありますが、学校における安全対策に

ついて、どのような取組をしているのか、教育

長に伺います。

子供たちの命を預○教育長（黒木淳一郎君）

かる学校におきましては、安全対策に万全を期

すことは最も重要であると考えております。

現在、各学校では、不審者への対応としまし

て、不審者の発見から通報、児童生徒の安全確

認に至るまでの手順を示した危機管理マニュア

ルの全教職員への周知や、警察官を講師としま

した教職員対象の不審者対応訓練の実施、来訪

者に対する声掛けや名札着用の依頼など、児童

生徒等の安全を守る取組を行っております。

また、県教育委員会では、７月１日から７日

までを「宮崎県いのちの教育週間」に設定し、

安全対策の根幹となります、自他のかけがえの

ない命を大切にする心を育む教育に重点的に取

り組んでいるところであります。

これまでは、学校外からの侵○田口雄二議員

入者への対応が主でした。幸い本県では、その

ようなトラブルは最近ないと聞いております

が、今回の事件は特殊です。今後、警察のアド

バイスなどをいただき、事件への対応を十分に

検討していただきますよう、よろしくお願いい

たします。

次は、警察本部長に伺います。

質問の前に、本年の４月８日は、全国の交通

事故による死者がゼロだったという報道を目に

しました。1968年に統計を取り始めて以来、53

年目にしての快挙だそうです。警察の交通事故

対策の御尽力に敬意を表します。ちなみに４月

８日は、お釈迦様の誕生日です。

質問に戻ります。死因を探る最も有効な手段

は、遺体の内部を調べる解剖です。しかし、犯

罪と関係していたり、死因が不明として警察が

昨年扱った約17万人のうち、解剖されたのは

約11％だったようです。警察は、事件の疑いが

あれば、大学の法医学者に司法解剖の要請をし

ますが、全国的に解剖医が不足している状況が

あります。2019年度時点で、16の県で大学の法

医学教室に常勤医が１人しかいないことが分か

りました。本県の状況が気になるところです。

死因究明は、犯罪死見逃し防止のために必要

不可欠と思いますが、県警の解剖の実施状況に

ついて、警察本部長に伺います。

警察が取り扱い○警察本部長（佐藤隆司君）

ます死体につきましては、検視官等による検視

や調査などを行った後、警察署長の判断によ

り、犯罪やその疑いがある場合は、刑事訴訟法

に基づく司法解剖を、犯罪性は希薄であるが、

死因を究明する必要がある場合は、警察等が取

り扱う死体の死因または身元の調査等に関する

法律に基づく解剖を実施しております。

解剖の実施機関は、解剖の遅延を防ぐため、

宮崎大学、大分大学及び鹿児島大学の３大学と

契約しております。

過去10年間の年間平均の解剖件数は約71件

で、死体取扱件数における解剖率は約５％であ

ります。
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本年10月末現在の解剖件数は58件で、死体取

扱件数における解剖率は、過去10年間の年間平

均と同じく約５％であります。

解剖に関しては、宮崎大学だ○田口雄二議員

けではなく大分大学、鹿児島大学とも契約をし

ているようです。犯罪を見逃すことのないよ

う、よろしくお願いいたします。

死因究明等推進基本法が施行され、地方に死

因究明等推進地方協議会の設置が求められてい

ますが、本県の設置に向けた取組状況につい

て、福祉保健部長に伺います。

高齢化の進○福祉保健部長（重黒木 清君）

展に伴う在宅等による死亡者数の増加や、大規

模災害の発生リスク等によりまして、死因究明

とその体制強化の必要性が高まったことなどか

ら、令和２年４月、死因究明等推進基本法が施

行されました。

この法律では、国は、死因究明に係る人材育

成や教育・研究拠点の整備等を進め、また、県

は、地域の実情に応じて、死因究明に関する施

策の検討を行い、その実施状況を検証・評価す

るための死因究明等推進地方協議会を設置する

よう努めることとされております。

本県の死因究明に係る体制につきましては、

解剖等を行う人材の確保や、関係機関相互の情

報共有の在り方などの課題があり、このため、

県としましては、警察本部、大学、医師会等の

関係機関と、これらの課題等について意見交換

を行うとともに、事務局体制や構成団体、運営

の方法など、本協議会の設置に向けた具体的な

検討を進めているところであります。

全国的に見ると、本県の設置○田口雄二議員

がちょっと遅れているようですので、迅速な対

応をよろしくお願いいたします。

次に、本県の暴力団の状況を伺います。

宮崎県暴力団排除条例が施行されて、10年が

経過いたしました。条例は2011年８月に施行さ

れ、事業主が暴力団の威力を利用したり、活動

や運営に協力したりする目的で、みかじめ料な

どの金品を暴力団に支払うことが禁じられまし

た。2013年には改正暴力団対策法も施行され、

資金源が断たれ、組員の暴力団離れが加速した

ようです。

宮崎県暴力団排除条例の制定から10年が経過

し、暴力団の分裂など情勢の変化を踏まえ、現

在の本県の暴力団情勢について、警察本部長に

伺います。

本県の暴力団構○警察本部長（佐藤隆司君）

成員の数は、宮崎県暴力団排除条例が制定され

た平成23年が、いわゆる組員と言われる構成員

が約110人、構成員と密接な親交を有する準構成

員が約200人の合計約310人でありました。

構成員の数は、全国同様、年々減少してお

り、令和３年10月末の時点で構成員約50人、準

構成員等約80人の計約130人となっております。

また、本県の暴力団組織数は、現在、六代目

山口組傘下組織が２組織、池田組傘下組織が14

組織の計16組織を把握しております。

平成27年に六代目山口組が分裂した影響を受

け、県内の組織も、六代目山口組傘下２組織と

神戸山口組傘下８組織に分裂しました。

その後、本年11月に神戸山口組傘下組織で

あった池田組が指定暴力団として公示されたこ

とで、神戸山口組の傘下にあった組織は、現

在、池田組の傘下組織となっております。

ありがとうございます。大分○田口雄二議員

減ったとはいえ、まだまだ構成員も組織も残っ

ています。県民の安心安全の取組をよろしくお

願いいたします。

以上で、用意しました質問は全部終了いたし
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ました。ありがとうございました。

私ごとですが、あしたが63歳の誕生日でし

て、今日が62歳の最後の質問となりました。本

当にありがとうございました。（拍手）

次は、岩切達哉議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○岩切達哉議員

崎、立憲民主党の岩切達哉でございます。県民

連合として４人目、うし年、もうすぐ61歳でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

まずは、県議会に関心を持っていただき、傍

聴にお越しいただきました皆さん、さらには、

ネット中継によって御覧いただいております有

権者の皆さんに、感謝を申し上げたいと思いま

す。

先ほど、田口雄二議員もお話をされましたけ

れども、我が会派にも新しい仲間が増えまし

た。新しい仲間に恥ずかしくない活動を目指し

て頑張ることで、県民の負託に応えてまいりた

いと思います。

それでは、通告に従い質問をいたします。

最初に、知事の政治姿勢について伺います。

自主財源が厳しい我が県では、国の動向を

しっかり見詰めながら、県として実施したい施

策に適合させていく知恵と工夫が必要かと思い

ます。

令和４年度に向けた国家予算編成において

は、グリーン、デジタル、地方活性化、子供・

子育てへの予算の重点化を進めるという、新た

な成長推進枠が設定されています。

2022年度に向けた県予算の編成に向けては、

初日の坂口議員の質問もございましたけれど

も、私も県の当初予算編成方針を読みまして、

改めて伺いたいと思います。

知事としては、国家予算編成方針に合わせて

新たな成長推進枠の分野に取り組むこととして

いらっしゃるのか、その際は、どう取り組むこ

ととしているのかを伺いたいと思います。

次に、憲法に対する姿勢でございます。

オーストリア、オランダなどロックダウンを

行う政府と、反発する市民の衝突が起きていま

す。

コロナ対策の方策として、ロックダウンとい

う手法を使っているのですが、そのロックダウ

ンについて、全国知事会の会長、徳島県知事

が、本年の８月27日、新型コロナウイルス対策

をめぐる、当時の経済再生担当大臣とのテレビ

会議において、「緊急事態宣言だけでは今の感

染爆発を抑えるのは難しい」と強調され、「緊

急避難的な措置としてロックダウン、いわゆる

都市封鎖的な手法を示すなど強い意志表示をし

てほしい」、このように要望したと報道されま

した。

このようなロックダウンが話題になり、その

手法を取り入れるために、憲法に緊急事態条項

の創設が必要という意見が出ていることに、私

は懸念を持つところでございます。

過去には、現在のコロナ禍は憲法改正議論を

促進する絶好の機会とかの政府要人の発言もご

ざいました。より強い方策、緊急事態条項があ

れば解決するかのごとく発言を聞くたびに、私

は疑問を抱きます。

感染症や災害への対応は、平時から予防策を

考えておくべきもの、そうでないと対応できな

いものであって、万一の際に、内閣に権限集中

させれば全てよしではないと思います。

昨今の、緊急事態条項創設を端緒とする憲法

改正を求める動きに対して、知事の所見を伺い

たいと思います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、新たな成長推進枠についてでありま

す。

国が掲げる新たな成長推進枠の４つの分野に

つきましては、コロナ禍からの回復をはじめ、

本県の成長の土台づくりを進めていく上で、大

変重要な視点であると認識しております。

県では、来年度の重点施策として、３つの柱

を掲げております。「コロナ禍からの復興と新

たな成長活力の創出」「人口減少対策の取組強

化」、そして「安全・安心で魅力ある地域づく

り」の３つであります。

具体的には、デジタル化やゼロカーボン社会

づくりの推進、スポーツランドみやざきをはじ

めとする本県の強みを生かした地域の活性化、

さらには、結婚・子育て支援などによる少子化

対策など、国が示した新たな成長推進枠の４つ

の分野を含め、重点的に予算措置を行うことと

しております。

今後とも国の経済対策の動向等も十分踏まえ

ながら、予算編成に取り組んでまいります。

次に、憲法改正の動きについてであります。

パンデミックをもたらした新型コロナへの今

後の対策などが検討される中、各政党におい

て、それぞれの考え方の下、憲法改正をめぐる

議論がなされているものと認識をしておりま

す。

国家的な緊急事態に際して、国と地方におい

てどのような措置が必要となるのか、また、そ

の措置の発動要件・手続・効果など、多くの議

論すべき点があり、大変難しい課題であると考

えますが、私は議論すること自体は大変重要で

あると考えております。

憲法につきましては、国の在り方に関わる最

高法規であり、我が国の法体系の根幹をなすも

のであります。その改正は国民一人一人に直接

関係するものでありますので、国民の関心と理

解を高め、国会の場での十分かつ慎重な議論は

もとより、幅広く国民的な議論を尽くしていく

必要があるものと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○岩切達哉議員

た。幅広い議論は憲法に関して必要だという立

場であったというふうに理解をいたしました。

私自身も、53条臨時国会召集の問題や７条解散

権の問題など、議論をし、その上で法的に解決

すべき、合意を得るもの、それはあるというふ

うには理解をしております。しっかり議論を進

めていきたいと思います。

では次に、児童虐待の問題について質問をさ

せていただきたいと思います。

11月は虐待防止推進月間でした。オレンジリ

ボン運動ということで、私は常に胸につけてい

るところなんですけれども、同じく11月には期

間としてＤＶ防止キャンペーンというものがあ

りました。

この間の児童虐待件数、ＤＶ相談件数につい

て福祉保健部長に伺いたいと思いますけれど

も、実は、明日は、アミュプラザの映画館で

「189（いちはやく）」という児童相談所の現場

を取り上げました映画の上映があると、野﨑幸

士議員から紹介をいただきました。その虐待対

応についてなんですけれども、今年６月議会で

は、令和元年度は、その前との比較で40％ほど

の大幅な増加があったという答弁をいただきま

した。この間に令和２年度の件数が発表されて

いますので、その具体的な数について、令和２

年度と令和元年度を比較して説明していただき

たいと思います。
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本県の児童○福祉保健部長（重黒木 清君）

虐待相談対応件数は、県内３か所の児童相談所

が児童虐待相談として対応した件数の合計であ

りますが、令和２年度は1,883件であり、前年度

の1,953件と比べ70件、3.6％減少しており、し

かしながら、過去２番目に多い状況となってお

ります。

また、女性相談所がＤＶに関する相談を受け

た件数は515件と、前年度の572件に比べ57

件、10％の減少となっており、年度ごとの推移

としましては、平成29年度の601件をピークに、

増減を繰り返している状況であります。

ここで念のため、警察本部に○岩切達哉議員

おいて取り扱った児童虐待事案、ＤＶ事案はど

うだったのか、減少した数字になっているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

児童虐待の疑い○警察本部長（佐藤隆司君）

がある事案として警察から児童相談所に通告し

た人員は、令和元年が648人、令和２年が908人

であります。

また、配偶者からの暴力事案として警察が相

談を受理した件数は、令和元年が808件、令和２

年が781件であります。

今伺いましたように、警察本○岩切達哉議員

部が児童相談所に通告した件数は、250件ほど増

加しています。いわゆる暦年での数字ではあり

ますけれども、増加していると。一方で、児童

相談所で扱う児童虐待件数は減少した、高止ま

りというふうに理解してよろしいかと思います

けれども、なぜ、このような結果になっている

のか、件数が減少したのか、部長の所見を伺い

たいと思います。

令和２年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

の児童虐待相談対応件数を前年度と比較します

と、中央児童相談所管内における学校からの通

告や、近隣知人、親戚、家族等の子供や家庭に

身近な存在からの通告が減少しております。

また、令和２年度の女性相談所におけるＤＶ

相談件数につきましては、警察や市町村等の女

性相談所以外の相談機関が受け付ける相談件数

も減少しており、そこから女性相談所へとつな

がれる相談が減少しております。

いずれにつきましても、新型コロナによる一

斉休校や外出自粛等の影響により、子供や家庭

と地域のつながりが希薄化したことによりまし

て、家庭内などの問題が外から気づかれにく

い、こういった状況が生じたことによるものと

考えられますが、顕在化していないものも含

め、減少しているものではなく、これまでの児

童虐待やＤＶを取り巻く状況も変化したもので

はないと認識をしております。

引き続き、関係機関と連携し、児童虐待及び

ＤＶ対策の充実・強化に取り組んでまいりたい

と考えております。

厚生労働省のまとめでは、昨○岩切達哉議員

年度、児童相談所が対応した虐待件数は、全国

で20万5,029件に上りまして、前の年度より率に

して5.8％増えて、やはり過去最多を更新してい

ます。

宮崎県では3.6％減少ということでございまし

た。この差、変化、私なりになぜなのかという

ふうに考えまして、関心を持って調べさせても

らったところなんです。

６月議会で、虐待対応の体制整備について議

論させていただきました。その際は、虐待受理

件数の著しい増加という状況で、それに加え

て、児童虐待防止対策体制総合強化プラン、い

わゆる新プランによって、人口４万人に１人の

児童福祉司配置を３万人に１人とする考え方、

さらには里親支援、市町村支援への配置も必要
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という立場で体制整備に努力していく、知事か

らも「必要な体制強化にしっかりと取り組んで

いく」との答弁をいただきました。

今回は、令和元年度と２年度の虐待やＤＶの

相談件数については、微減ということでござい

ました。その背景、要因について、部長のほう

にも見解をいただきましたけれども、その児童

虐待やＤＶを取り巻く状況は変化していないと

いうお話でございました。

私もそのとおりであるというふうに思いま

す。高止まりしている状況と理解しておりまし

て、児童相談所の虐待などに対応する任務は、

大変厳しい状況のままと認識しております。

その厳しい状況にある現場の職員配置につい

ては、６月議会答弁に変わりなく取り組まれる

べきと考えますが、福祉保健部長の所見を伺い

たいと思います。

県では、増○福祉保健部長（重黒木 清君）

加し複雑化する児童虐待相談に適切に対応する

ことができるよう、国の新プランに基づく児童

相談所の体制強化のため、児童福祉司等の増員

に取り組んできたところであります。

議員御指摘のとおり、令和４年度におきまし

ては、児童福祉司の配置基準が、人口４万人に

１人から、人口３万人に１人の配置となること

に加え、里親養育の支援及び市町村の相談対応

強化の支援を行う職員の配置も求められており

ます。

このため、令和４年度における児童福祉司等

の職員の配置につきまして、関係部局等と連携

し、必要な体制強化に取り組んでまいりたいと

考えております。

必要な体制強化には取り組む○岩切達哉議員

と、改めて確認をさせていただきました。現場

で不幸な事件を起こさせないためにも、必要な

体制強化であるというふうに思います。

現場で職員たちをサポートいただいておりま

す会計年度任用職員も含めて、十分な配置を、

県庁全体の理解の下で実現いただきますように

求めておきたいと思いますし、引き続き、重大

な関心を持って見ていきたいと思います。

次に参りたいと思います。

ＳＤＧｓの目標17のうち４と５には、教育に

おけるジェンダー問題が求められているところ

でございます。

この間、県教育委員会は積極的に取り組んで

いただいていると思います。

最初に、混合名簿の現況について伺います。

令和２年２月議会での質問に対して、県立高

校で100％、公立小中学校でも広がっている報告

を受けました。

そこから約２年が経過し、現状はいかがでご

ざいましょうか。

そして何より大事なのは、この名簿を作る意

義が教育現場で広がることだと考えます。その

ことについて、教育長はどう認識されておられ

るのかをお尋ねしたいと思います。

令和２年度におけ○教育長（黒木淳一郎君）

る「性で分けない名簿」の使用状況でありま

す。

公立小学校では、230校中221校、率にします

と96.1％、公立中学校では、128校中116校、率

にしますと90.6％、県立高等学校及び中等教育

学校では、38校全てで使用しておりまして、100

％であります。

性で分けない名簿の活用につきましては、男

女平等の意識を高めたり、性的マイノリティー

児童生徒への配慮を行うための手だての一つで

あると考えております。

混合名簿が広がっていると。○岩切達哉議員
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この混合名簿の意義は、人権尊重を基盤とした

男女平等の意識を確立する教育の充実にある、

こういうことだと私は理解しておりまして、そ

れまでは、何かにつけ男子が先という刷り込み

があったというふうに理解します。そういうこ

とをやめていこうと、そういう目的を繰り返し

認識し合いながら進めてほしいと思います。

同様の視点で、制服の問題でございます。

スラックスを標準服として、スカートを選択

できるというアイデアを採用した学校の新聞記

事に触れました。ジェンダーを強調するのでは

なく、また性的マイノリティーへの配慮という

姿勢ではなく、選択肢があるということの大事

さがアイデアの背景にあると伺っております。

市町村教育委員会や小中学校長、そして、高

等学校長との議論を進めてほしい視点だという

ふうに思いますけれども、制服の課題につい

て、教育長の所見をお聞かせいただきたいと思

います。

令和２年度の調査○教育長（黒木淳一郎君）

におきまして、「スラックス、スカート等の選

択」を取り入れている学校は、公立小学校で

は、制服を導入している12校中１校、公立中学

校では128校中16校、県立高等学校及び中等教育

学校では38校中７校となっております。現在

も、選択制の導入も含めて、制服の在り方につ

いて各市町村や学校で生徒も交えて検討が行わ

れているところであります。

制服が選択できることは、性にとらわれず、

自分の生き方を考え、自分に合ったものが選べ

るなど、より多様性に配慮できるという点から

意義あることと考えております。

今後とも、児童生徒一人一人が性別に関わり

なく、個性が尊重される教育に取り組んでまい

ります。

私自身も、たくさんの刷り込○岩切達哉議員

まれたものといいますか、既成概念がございま

すので、しっかりとそのあたりを注意しなが

ら、この問題、これからの社会のありようとし

て考えてまいりたいと思います。

続いて、放課後における児童の居場所の問題

についてお伺いいたします。

厚生労働省所管で放課後児童クラブ 学童―

保育という呼び方もありますけれども と、―

文部科学省所管の放課後子供教室。放課後自宅

に帰っても、就労しているなどの理由で、両親

そのほか、大人がいない児童の保育指導を目標

とするのが放課後児童クラブで、社会教育的

な、青少年教育的な発想で展開されてきたのが

放課後子供教室というふうに理解をさせていた

だいております。

私は、小学校時代の放課後という時間を支え

ることは、現代において重要性が高まってきて

いると感じています。学校から真っすぐ家に

帰っても、保護者は就労中で、近所には子供の

数は少なくなって一緒に遊ぶ子供もいない、習

い事にはそれなりの費用と、また移動手段も必

要、帰宅して、テレビやゲームばかりで過ごす

日々というのは避けてあげたい。子供の育ちを

支える上で大事なことだと考えます。

放課後の過ごし方を支援いただければ、保護

者も安心して就労できる、そういう社会的要請

もございます。

２つの制度には違いがありますが、今日で

は、放課後児童クラブと放課後子供教室につい

て一体的な運営を求める声が高まっています。

福祉保健部長にお尋ねいたしますが、市町村

で、一体的運営をされているのはどれくらい存

在するのか。逆に言えば、別々であれば、両者

の融合についてどうコーディネートしていくの
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か、現状について解説をお願いしたいと思いま

す。

国の「新・○福祉保健部長（重黒木 清君）

放課後子ども総合プラン」では、小学生が放課

後等を安全安心に過ごし、多様な体験や活動が

できるよう、同一の学校内にある放課後児童ク

ラブと放課後子供教室の児童が、共通の活動プ

ログラムに参加する一体型の取組を推進するこ

ととされております。

この取組は、市町村が実施主体となってお

り、県内では、本年５月時点で６市町村、11か

所で一体型を実施しております。

県では、県と市町村の福祉部局及び教育委員

会、クラブと教室の関係者等から成る放課後子

ども総合プラン推進委員会を設置し、関係機関

が連携しながら必要な検討を行うとともに、取

組事例の紹介やワークショップ等を行う研修会

を実施し、一体型の取組の普及促進を図ってい

るところであります。

そういうことで、放課後の児○岩切達哉議員

童への支援は大変大事だという立場で、今後、

さらに継続的に支援いただけるものと思います

が、十分な資源があることが大事という立場で

ございます。その上で、量が満たされていけ

ば、質の問題になるわけであります。放課後の

時間に、子供の育ちを支える職員の皆さんの質

の向上には、どんな取組がなされているのかを

福祉保健部長にお聞かせいただきたいと思いま

す。

放課後児童○福祉保健部長（重黒木 清君）

支援員等が必要な知識や技術を習得し、資質向

上を図ることは、児童の個々の状況に応じた配

慮や支援を行うためにも重要であります。

このため県では、放課後児童クラブに配置が

必要な支援員の資格取得のための研修会を年３

回実施するほか、放課後児童クラブや放課後子

供教室の職員向けに、資質向上のための研修会

を年３回程度実施しております。

また、放課後児童クラブにおける支援員や補

助員の経験年数や職務内容に応じた処遇改善の

取組を行う市町村に対しまして、必要な費用の

補助を行っているところであります。

今後とも、職員の資質向上や定着につながる

取組を進めながら、放課後等における児童の居

場所づくりに努めてまいります。

ありがとうございます。相当○岩切達哉議員

昔の話ですが、私自身も鍵っ子と言われた、帰

れば一人という状況で暮らしておりましたが、

近所に子供がいっぱいおりました時代ですので

何ら不自由はなかったんですけど、今は、私の

住むところは恐らく18歳以下の子供というのが

いないエリアなんですね。そういうところとか

もたくさんあると思いますので、十分に目配り

をいただいて、このような対策を充実させてい

ただきたいと思います。

話題を替えて、選挙制度について、選挙管理

委員長に伺いたいと思います。

10月31日投開票でした衆議院選挙、２週間後

の11月14日投開票の宮崎市選挙区県議会議員補

欠選挙の投票率が低かったことが話題になって

おりますけれども、選挙管理委員長としての、

この投票率に対する所見を伺いたいと思いま

す。

衆議院選挙○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の小選挙区の投票率は、県全体で53.66％とな

り、衆議院選挙としては過去３番目に低い数字

でしたが、過去最低だった平成26年、ワースト

２位だった平成29年の投票率から、２回連続で

上昇いたしました。

一方で、全国平均の55.93％には２ポイント及
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ばず、また、半数近くの有権者が投票しなかっ

たことは、大変残念に思っております。

また、県議会宮崎市選挙区の補欠選挙は、県

執行選挙として戦後最低の18.34％という極めて

低い投票率となり、選挙の時期も含め、様々な

要因があったと考えられますが、民主主義の危

機とも言える結果に、大きな衝撃を受けたとこ

ろでございます。

県選挙管理委員会といたしましては、いずれ

の選挙も、県民の代表を選ぶ大切な選挙とし

て、市町村選管とともに周知啓発に努めたとこ

ろでありますが、今回の結果を重く受け止めま

すとともに、今後の選挙啓発の取組を強化する

必要があると考えております。

まさに時期の問題、ダブル選○岩切達哉議員

挙になれば 私も随分長い期間取り組ませて―

もらいましたので、体力的に非常にきつかった

んですけれども 投票率も同じレベルまで上―

がったのかなというふうには思うんですが、な

かなか難しい問題だと思っています。

私たち政治に携わる者が、しっかりと有権者

に魅力を提示できるようにならないといけない

いうふうに思いますけれども。そういった中

で、若い世代の低投票率がより深刻と言われて

おります。若者の政治意識アンケートの集計結

果というものを３月にいただいたのですが、そ

ういうアンケート結果などを踏まえて、この世

代に対して、投票を促す取組はいかがだったで

しょうか。これから何が求められると考えられ

ますか、伺いたいと思います。

昨年度、県○選挙管理委員長（茂 雄二君）

が実施したアンケートでは、時事問題を学ぶ機

会で利用したいものといたしまして、「短時間

の動画」が多く選択されましたことから、多く

の若者が政治や選挙に関心を持つためのきっか

けとして、今年度より選挙啓発動画コンテスト

に取り組んでおります。

また、今回の衆議院選挙におきましても、

ユーチューブ等でのＣＭ動画の配信や、地元タ

レントと学生選挙サポーターによるトークセッ

ションの配信など、若者を意識した選挙啓発を

行ったところです。

今後とも、政治への理解を深める学習機会を

提供するため、大学や教育委員会と連携した選

挙啓発ゼミや選挙の出前授業の拡充に努めます

とともに、より多くの若者への選挙啓発の機会

確保と内容の充実が図られますよう、関係機関

と連携し、より効果的な取組について検討して

まいりたいと考えております。

この問題の最後に、法律事項○岩切達哉議員

ではありますけれども、御意見を伺いたいと思

います。

宮崎市では12分の２の欠員で補欠選挙が実施

されましたが、日南、延岡両市では欠員のまま

でございます。日南市では定員の50％が欠けて

いる状態というふうにも言えます。県議会議員

補欠選挙の要件は、２人区以上の選挙区では２

人の欠員となった場合とされますけれども、こ

の補欠選挙実施の要件が厳し過ぎると私は思い

ます。選挙管理委員長の所見はいかがでしょう

か、お願いします。

県議会議員○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の補欠選挙につきましては、御質問にありまし

たように、公職選挙法の規定により、定数２以

上の選挙区については、欠員が２人以上に達し

たときに、また定数１の選挙区については、欠

員が１人に達したときに選挙が行われることに

なります。

このため、それぞれ１人の欠員が生じている

定数２の日南市選挙区や、定数５の延岡市選挙
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区では、この規定に基づく補欠選挙は行われな

いこととなります。

県議会議員が選挙区の住民代表であることに

鑑みますと、その代表に欠員が生じております

ことは、地域の声が届きにくいなどの課題があ

るものと考えております。

一方で、補欠選挙の要件の変更には公職選挙

法の改正が必要となりますので、今後、国会等

における議論や動きを注視してまいりたいと考

えております。

日南の欠員は同僚議員の転身○岩切達哉議員

のための結果でございますので、私自身も心苦

しいんですけれども、やはりそれが補充される

ことについて、法的な要件が厳しいというふう

に思うところであります。地方議会としても、

国会に要請していきたいなと思うところでござ

います。

では次に、障害者法定雇用率について伺いた

いと思います。

公表されているデータは、今年１月の数字で

ありますけれども、教育委員会において2.29％

と2.5％の法定率未達成でございました。

実は、病院局も未達成と伺いました。県内民

間企業は達成率全国４位の高水準、非常に努力

いただいております。その中であっても未達成

企業は障害者雇用納付金というものを支払うそ

うでございますが、自治体は罰則がないからと

やゆされるところでもございます。

この障害者雇用率の結果に対する対応はいか

がでしょうか。代表して教育長に伺いたいと思

います。

議員御指摘のとお○教育長（黒木淳一郎君）

り、県教育委員会の障害者雇用率が法定雇用率

を下回っておりますことにつきましては、私自

身重く受け止めております。

県教育委員会では、教員や実習助手などの採

用試験におきまして、障がいのある方を対象と

した特別選考を実施しており、今年度は、障が

いのある教員を２名採用したところでありま

す。

また、事務職員につきましては、今年度から

新たに、教育委員会事務局や市町村立学校に障

がい者の採用枠を設けて、会計年度任用職員な

どの採用の拡充を進め、４名の障がい者の採用

を行ったところであります。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

宮崎労働局などの関係機関とも連携しながら、

障がい者の雇用促進に取り組んでまいります。

教育部局におけるバリアは何○岩切達哉議員

なのかをしっかりと見詰めることが必要かなと

思います。

さて、コロナの影響で、民間事業所の事業縮

小や労働者の離職が伝えられていますけれど

も、その中で、障がい者雇用の実態はどうなっ

ているのか、どう把握されているのか、福祉保

健部長にお聞かせいただきたいと思います。

宮崎労働局○福祉保健部長（重黒木 清君）

の集計によりますと、令和２年度のハローワー

クを通じた障がい者の就職件数は1,150件で、令

和元年度と比較して11.1％の減少となっており

ます。

また、解雇件数は43件で、元年度と比較して

約４倍の増加となっております。

就職件数が減少した主な要因につきまして

は、コロナ禍において、企業での実習など就職

に向けた活動が制限されたことが考えられ、ま

た、解雇の理由につきましては、事業廃止によ

るものが最も多くなっております。

県としましては、昨年度は中止いたしまし

た、企業と障がい者との合同面接会や、企業向
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けセミナーにつきまして、今年度は感染対策を

徹底した上で実施するなど、関係機関と連携し

ながら、障がい者の就職支援に取り組んでいる

ところでございます。

障害者法定雇用率について、○岩切達哉議員

教育委員会のほうで連続して下回っているとい

うお話でございました。一方で、民間事業所に

おいては、障がい者の解雇件数が４倍というお

話でございました。労働力の移動があるとあり

がたいとは思いますけれども、単純なことでは

ないとは思います。ぜひ、しっかり取り組んで

いただきたいと、さらに要請を申し上げたいと

思います。

次に、ここからふるさと納税の問題で伺いた

いと思います。

先ほど田口議員から、この制度そのものに対

する知事の評価を伺いました。私は、この制度

の使い方として、返礼品に焦点を当てて伺いた

いと思います。

ふるさと納税の令和２年度の実績は、県内

で370億円ほどと聞きますが、県内市町村と宮崎

県の合計実績と、逆に県外に送られていった税

額は幾らなのか、総務部長に伺います。

ふるさと納税の実○

績につきましては、直近の総務省の調査におい

て、令和２年度の受入額及び令和３年度課税に

係る個人住民税の寄附金税額控除額が公表され

ております。

これによりますと、本県及び県内市町村の令

和２年度の受入額は、約365億円である一方、令

和３年度課税に係る控除額は約15億円となって

おります。

しかしながら、当該数値につきましては、令

和２年度及び３年度という年度間のずれがある

ほか、市町村分につきましては、県内市町村間

分が含まれていることから、お尋ねの県外への

流出額を把握することは困難であります。

難しい中でお答えをいただき○岩切達哉議員

ました。ただ、県外から、または県内移動も含

めて365億円ほどがふるさと納税として、県庁を

含めて県内市町村に送られてきていると、大き

な額だと思います。

そして、今日は返礼品について伺うんです

が、３割ほどが返礼品のために使われるとしま

したら、ざっと100億円ほどの市場ということに

なると思います。100億円分の県産品が県外に、

または県内も含めて扱われるということであり

ます。

ますます全国から宮崎県の産品を選んでいた

だけるよう工夫したいと思うのですけれども、

一つは、選んでいただく在り方として、使途を

選択できる、税金の使い方を選択できるという

ことで、納税者の意向を反映させるという方法

があるそうです。今は大体コンピューターで申

し込むんですけれども、福祉に使ってとか、教

育に使ってということで、パソコン上でほとん

ど指定できます。使途指定型というですけれど

も、さらに進んで、事業を提示して納付を促

す、使途決定参加型という手法があると聞きま

す。県内でのこの取組はいかがでしょうか。

議員御指摘の使途○

決定参加型とは、大まかな分野ではなく、市町

村が実施する個別の事業に対して、ふるさと納

税を募集する方法と認識しておりますが、令和

２年度においては、県内２市１町が、この方法

により募集をしております。

具体的には、宮崎市における新型コロナの影

響を受けた市の観光拠点ニシタチを支援する事

業、また、小林市における、新型コロナの影響

により帰省できない学生に特産品を送付する事
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業、さらに、美郷町においては、町内の森林に

多く自生するヒノキ等を原材料としたアロマオ

イルの商品開発を行う事業に対して、ふるさと

納税の募集を行っております。

自治体が事業を提示して、そ○岩切達哉議員

れにふるさと納税をしてほしいと 非常にい―

いスタイルだと思います。

県庁においては、県企業局の発電力を返礼品

にしたらという提案なのですけれども、電力小

売自由化して５年経過しております。企業局が

発電した電気を、県に対するふるさと納税の返

礼品にできるのではないかと思いますが、企業

局長いかがでしょうか。

電気をふるさと納○企業局長（井手義哉君）

税の返礼品とすることにつきましては、総務省

の地場産品基準で、一定の限定の下、認められ

ております。

現在、一部の市や町において実施されている

ところであり、企業局としましても、そうした

国や他の自治体の動向を注視してきたところで

あります。

企業局が発電した電気を県のふるさと納税の

返礼品とすることにつきましては、対象地域が

県外への提供となりますことや、小売電気事業

者の協力が得られるかなどの課題もありますこ

とから、ふるさと納税の趣旨を踏まえた上で、

引き続き、関係部局等と連携しながら研究して

まいります。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

ふるさと納税についてのまとめでございます

けれども、知事に伺いたいと思います。

ふるさと納税は、返礼品を頂くことがその目

的になっている、強いインセンティブになって

いるということは間違いないというふうに思い

ます。その結果として、優れた県内の産品等が

全国の消費者に届けられる、初めてそれで触れ

られるというきっかけになっています。

全国の納税者が、ネットで見るそれぞれの県

や県内市町村からの返礼品に期待して、ふるさ

と納税をするのですけれども、その期待する気

持ちに対して、期待以下の質の悪いものが返礼

品であったりすると、逆に、それは直ちに、そ

の市町村のみならず宮崎県全体の評価に関わる

問題になると考えます。

今、口コミという方法で、いろんな声が瞬く

間に広がっているのを見ることができます。

返礼品という形ですけれども、それに選ばれ

ている県産品について、リピーターになってい

ただくこと、繰り返し直接、県産品を買ってい

ただくお得意様になるきっかけ、そんな県産品

売り込みの手法として、返礼品については、

パッケージだとかネーミングだとかを工夫する

などしてほしいし、同時に、その品質が維持さ

れるように取り組むことが、県全体で必要と考

えます。宮崎県産品の売り込みに係るコーディ

ネートは大変大事だと思うのですけれども、知

事のこのことに対する所見はいかがでしょう

か、お聞かせください。

ふるさと納税の返礼品○知事（河野俊嗣君）

につきましては、寄附を頂いた方々に具体的な

形で謝意を表すものでありますとともに、県産

品の認知度向上による地場産品の振興も期待さ

れますことから、リピーターやその地域のファ

ンを増やすこと、そういう観点からも、その品

質は大変重要であると考えております。

先日、テレビの全国放送だったと思います

が、今年ふるさと納税をしましたかという街頭

インタビューに対して、宮崎から牛肉を取り寄

せましたという答えがあって、そのＰＲ効果も

含めて大変ありがたいなと思ったところであり
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ます。

県の返礼品につきましては、調達を行う業者

に対し、寄附を頂いた方への送付に当たって

は、応援の気持ちや県産品に対する評価を損な

うことがないよう要請を行っているところであ

りまして、市町村に対しましても、同様の対応

をお願いしていくこととしております。

今後とも、多くの皆様に宮崎を応援していた

だけるよう、本県産品のブランドイメージを大

切に守りながら、市町村や関係団体等とも連携

し、本県の魅力のＰＲに努めてまいります。

御承知のように、宮崎県内の○岩切達哉議員

とある市町村でちょっとしたミスがあったとい

うことは事実でございまして、十分でない商品

が送られたということが話題になりました。直

ちに対応したことが、逆に評価されたというこ

とでもございましたけれども、そういうことが

ないようにすることというのが大変大事なもの

だと思います。

また、宮崎県商品ブランド認証マークとか、

ひなたマークとかいうものがございますけれど

も、そういう統一的なマークをつけていくと

か、県産品が持つブランドの魅力をさらに引き

出す取組にしてほしいと思いますし、県、そし

て市町村と、宮崎県全体のブランドイメージと

いうものが統一的に生かされていくようなふる

さと納税制度になっていくといいなというふう

にも思うところでございます。

次いで、交通安全等について幾つか伺いたい

と思います。

歩道を通行する自転車がございますけれど

も、その歩道が自転車通行可という場所であれ

ば、歩道内を相互通行することができると交通

法規に定めていると伺いました。車は左、自転

車も左というふうに昔習ったんですけれども、

許された歩道の中なら右でも左でも行ってい

い、こういうふうな理解になっています。

昨日、日髙陽一議員の質問でも触れられまし

たけれども、最近では道の端に青いマークがつ

くようになりました。マークがある道を車で

走っていますと、自転車が対面して向かってく

ることがございます。これをよけようとすれ

ば、私の車は中央線をはみ出すといいますか、

そういう怖い状態になるわけでございます。

自転車の交通安全を推進する立場で、左側通

行を徹底されるよう、啓発を強化していただき

たいと考えますけれども、警察本部長のお考え

はいかがでしょうか。

議員御指摘のと○警察本部長（佐藤隆司君）

おり、矢羽根マークの設置されている道路を自

転車が逆行するなど、自転車の交通ルールが必

ずしも徹底されていない現状がございます。

自転車の安全走行につきましては、宮崎県自

転車活用推進計画に基づき、県や市町村ととも

に、自転車を利用しやすい都市環境の形成や、

自転車事故のない安全で安心な社会の実現など

に向けた取組を進めております。

警察におきましても、自転車交通安全教室の

開催や交通安全情報の発信に取り組むととも

に、公立・私立高校の学校長会などを通じて、

車道における左側通行の遵守や、歩道通行が可

能な歩道を走行する際は車道寄りを徐行するこ

となど、自転車の安全走行について指導を行っ

ているところであります。

今後も、自転車利用者に対する交通安全教育

や指導取締りの推進、自転車通行環境の整備な

ど、関係機関と連携した自転車の安全利用のた

めの総合的な対策に取り組んでまいります。

次いで、朝夕の幹線道路の○岩切達哉議員

ラッシュを避けるために、狭い生活道路に進入
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して通り抜ける車両が多いという苦情を伺いま

す。

宮崎市内では、池内町というところで自治会

が立札を立てて、生活道路への進入をしないよ

う訴えておられるんですけれども、残念ながら

守っていただけないようでございます。様々な

方法で流入を減らして、地域の安全を確保して

ほしいというふうに思いますが、どのような方

策があるのか、警察本部長に伺います。

現在、警察で○警察本部長（佐藤隆司君）

は、最高速度30キロメートルの区域規制の実施

による速度抑制対策に、通行禁止規制の実施に

よる流入抑止対策を組み合わせた、規制エリア

であるゾーン30を整備し、生活道路における安

全対策を講じています。

また、ゾーン30の区域内に、道路管理者がハ

ンプなどの物理的デバイスを整備するといった

連携施策も、今後推進してまいりたいと考えて

おります。

警察としましては、生活道路における諸問題

の把握に努め、地域住民との合意形成を図りな

がら、関係機関・団体と連携して必要な対策を

講じてまいります。

ぜひ地元と十分協議をいただ○岩切達哉議員

きたいと思います。

次いで、水上バイクについてです。

危険運転ということでございますけれども、

県内の海岸、または内水面で水上バイクを使っ

たレジャーがありますけれども、保有実態はい

かがな状況でございましょうか。

警察では、本県○警察本部長（佐藤隆司君）

で登録された水上バイクの在籍船数について把

握しておりませんが、小型船舶の登録に関する

事務を行っている日本小型船舶検査機構作成の

統計によりますと、令和３年３月末現在、本県

では、水上バイクなどの特殊小型船舶が342艇、

登録されていると承知しております。

342艇、この水上バイクについ○岩切達哉議員

て、危険な走行はそれこそ殺人に等しいという

ことで、兵庫県の明石市長が海上保安庁に告発

した、または新しい条例を懲役刑つきで制定し

たい、こういうことが話題になっております。

この水上バイクに係る安全ルールはどのように

なっているのか、お聞かせください。

水上バイクは、○警察本部長（佐藤隆司君）

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等に基づ

き、危険操縦の禁止など遵守事項が定められて

おります。

また、本県におきましては、「宮崎県遊泳者

及びプレジャーボートの事故の防止等に関する

条例」に基づき、人が遊泳し、サーフボードが

回遊する海等の水域において、水上バイク等の

操縦者が、ジグザグ運転や急転回することなど

により、遊泳者等に対し、著しい危険を生じさ

せる行為が禁止されております。

警察におきましては、警察艇「あおしま」に

よるパトロールや、水上バイク等の利用者に対

する安全講話を行っておりますが、引き続き、

関係機関等と連携を図りながら、安全な水上バ

イクの利用について啓発してまいります。

警察本部長には、守備範囲広○岩切達哉議員

く対応いただきましたけれども、全国では高齢

ドライバーの踏み間違い事故などの予測できな

い事故も増えております。

ただ、先ほどの自転車の通行の問題、水上バ

イクの問題などは、危険と言われることとして

予測できる範囲のものだというふうに思います

ので、事前の策を取られるよう求めておきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、学校での安全対策として、学校防災マ
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ニュアルについて伺います。

2019年10月に確定した、宮城県石巻市立大川

小学校の津波被災に係る裁判を踏まえまして、

見直しが求められているところでございます。

災害時の保護者への児童生徒の引渡しなど、過

去にない決め事を確認していく作業が求められ

ています。激甚化していく自然災害、また、予

想される南海トラフ大地震に備え、学校防災マ

ニュアルのより高いレベルに向けた改定が求め

られているのではないでしょうか。教育長の所

見を伺います。

各学校における危○教育長（黒木淳一郎君）

機管理マニュアルは、地域や学校の実情、新型

コロナ感染症拡大などの情勢を踏まえ、毎年、

見直し、改善が図られております。地域や関係

機関と連携した避難訓練や、参観日を活用した

保護者への引渡し訓練等も実施されておりま

す。

また、県教育委員会では、本年６月に文部科

学省が新たに作成しました「危機管理マニュア

ル等の評価・見直しガイドライン」のチェック

リストを参考に、さらなる見直しに取り組むよ

う、県立学校や市町村教育委員会に対しまして

指導も行っているところであります。

今後とも、県内全ての学校の担当者を集めて

実施する学校安全指導者研修会等を通して、危

機管理マニュアルが情勢の変化を踏まえたもの

になるよう、指導してまいります。

学校もやることがたくさんあ○岩切達哉議員

ります中で、大川小学校の津波被災についての

判決は、学校という場所には「想定外」という

ことを許さないという立場での裁判結果だった

というふうに理解しています。大変ですけれど

も、ぜひやり遂げていただきたいと思います。

次は、県庁の執務環境について質問をいたし

ます。

今は暖房が入ってますけれども、冷房につい

て、暦によらず、温度湿度の結果によって空調

をしてほしいということでございます。

12月に入りました。記憶も曖昧ですけれど

も、今年10月初め、冷房が切れましたその頃、

例年以上に残暑厳しく、10月６日は30度、10

月12日は31度でした。10月15日を過ぎますと、

急速に秋の気温になったのですけれども、こ

の10月前半は息苦しいほどの暑さの中で、皆さ

んは仕事をしておられました。

もう一つ、夜間は真夏でも空調が消えますけ

れども、部署によっては夜間の仕事がございま

す。夏場は台風災害などに備えて待機する部署

がございます。土木や農政、危機管理などがご

ざいます。

私は、執務環境を整えて、職員が持つパ

フォーマンスを十分に発揮させることが管理者

の務めだというふうに考えます。空調の運用マ

ニュアルを変えるべきだと考えますが、総務部

長の御答弁をお願いいたします。

庁舎の空調につき○

ましては、設備の構造上、専門業者による運転

監視が必要であることから、毎年、業務委託契

約を締結しており、この中で、運転の期間と時

間を定めていることから、冷房期間終了後に気

温が上昇した場合などに空調を行うことは困難

であります。

ただし、契約期間中の夜間や休日に災害警戒

本部が設置される場合や、本年度から実施して

おりますように、時差出勤の積極的な推進に対

応する場合などに、運転延長を行うこととして

おります。

気候変動の状況等は年々変化していることか

ら、空調運転期間の設定につきましては、柔軟
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に見直してまいります。

柔軟に見直したいという御発○岩切達哉議員

言をいただきました。ぜひ、職員の皆さんが精

いっぱい働ける、よい環境というものを整えて

いただきたいと、重ねてお願い申し上げたいと

思います。

最後の質問でございます。職員宿舎について

伺いたいと思います。

現在では、民間賃貸住宅が十分に供給されて

いることもありまして、職員宿舎の空きが目立

ちます。地域において、空き家侵入などの事

件、そういう不安も聞かれ、一方で、県有資産

の有効活用上の問題もあると存じます。

それぞれの任命権者が、職員宿舎の空き室の

問題に苦慮されていると伺いますが、この対策

についてどのような姿勢でいらっしゃるのか、

代表して総務部長に伺いたいと思います。

職員宿舎につきま○

しては、施設の老朽化に加えまして、道路交通

網の整備による通勤圏の拡大や、民間借家の充

実などを背景としまして、入居率が減少傾向に

ありますことから、平成30年度に、宿舎の管理

方針を定めた個別施設計画を策定したところで

あります。

計画では、入居率が低く、今後も入居率の改

善が見込まれない宿舎は、可能な限り早期に廃

止した上で、集約化や民間への売却などの有効

活用を進めることとしており、今後とも適正管

理に努めてまいりたいと考えております。

集約または民間への売却など○岩切達哉議員

の有効活用を進めていくということを伺いまし

た。それぞれ大きな団地ではございますけれど

も、ぜひ、しっかりとした活用をしていただく

ようにお願い申し上げたいと思います。

予定した質問を全て終了いたしました。あり

がとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○中野一則議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○濵砂 守副議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 郷中の会の○有岡浩一議員

有岡です。通告に従い質問をさせていただきま

す。

まず、９月議会終了後の10月12日から11月に

かけて、３つの気づきがありました。

まず１つ目が、先月まで、宮崎市内の病院で

膝の手術を行い、初めて入院を経験しました。

入院中、車椅子・松葉づえでの移動を経験する

中で、病院内のスタッフの皆さんから声をかけ

ていただくことで、安心感をいただきました。

毎日忙しくお世話をしていただいた医療現場の

皆さんに感謝するとともに、当たり前のように

思っていた、健康であることの大切さを再認識

することができました。

次に、入院中に読んだ月刊誌11月号の中で、

「財務事務次官、モノ申す「このままでは国家

財政は破綻する」」とあり、「コロナ対策は大

事だが人気取りのバラマキが続けばこの国は沈

む」という見出しの10ページに及ぶ事務次官の

意見がありました。この内容は、対岸の火事で

はなく、本県の財政の現状と課題が直結する内

容と感じました。さらに、事務次官は、知識と

経験に基づき、国家国民のため、社会正義のた

めにどうすべきか、政治家が最善の判断を下せ

るよう、自らの意見を述べてサポートしなけれ
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ばなりませんと述べています。

３つ目は、私自身の議員としてのテーマであ

る「次の世代につなぐ」という中で、斎藤幸平

氏の「人新世の「資本論」」という本に出会い

ました。「現在の気候変動を放置すれば、人類

が築いてきた文明が存続の危機に直面している

のは間違いない」とあり、解決策のヒントが書

かれていました。

それでは、以上の３つの気づきをベースに、

質問をさせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねいたし

ます。

10月８日に、第100代内閣総理大臣・岸田首相

が誕生しました。所信表明演説の中で、経済政

策として「新しい資本主義の実現」を掲げ、

「成長と分配の好循環」を目指すとあります。

そこで、本県において「新しい資本主義」

を、コロナ禍からの回復を含め、今後の県づく

りにどのように生かしていくのかをお伺いいた

します。

次に、「新しい資本主義」においても、地方

活性化は大きなテーマです。知事はどのように

地方活性化への取組を行われるのか、質問して

まいります。

全国19都道府県の緊急事態宣言と、本県を含

む８県のまん延防止等重点措置が解除されたの

は、９月30日のことでした。

現在、新型コロナの感染状況は、本県におい

ては落ち着きを見せており、年末を迎え、歓楽

街の人出も戻り始めておりますが、長きに及ん

だ緊急事態措置の影響は、地域経済に甚大な影

響を及ぼしています。

河野知事は、こうした状況を踏まえ、地方税

財政常任委員長として、地方のコロナ対策の財

源確保のため、国等に何度も足を運び、地方の

実情と、地域経済を立て直すための緊急性や重

要性を強く訴えてこられたと伺っています。

このような中、国も、去る11月19日に経済対

策と、26日には補正予算案を相次いで決定し、

感染症対策やポストコロナを見据えた地方創生

等に係る様々な事業が具体化されようとしてい

ます。

経済対策関係経費で31兆6,000億円、国債償還

のための経費や地方交付税等を含めると、一般

会計で36兆円の補正予算です。

今回の国の補正予算等を有効に活用し、次の

世代に役立つ地方活性化を推進することが重要

と考えます。全国知事会地方税財政常任委員会

の委員長としてどのように取り組んでいかれる

のか、お伺いいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下の質問

は、質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、「新しい資本主義」についてでありま

す。

新型コロナの感染拡大に伴い、飲食をはじ

め、観光・交通など幅広い分野における需要の

落ち込みや、インバウンドの消失、サプライ

チェーンの寸断など、日本経済全体が大きな影

響を受けるとともに、デジタル対応の遅れや非

正規雇用の問題など、様々な課題が顕在化いた

しました。

こうした中、岸田内閣は、「新しい資本主

義」を旗印に、コロナ禍で大きく傷んだ国民生

活を一刻も早く立て直し、成長と分配の好循環

により、持続可能な経済の実現を目指すことと

しております。

県におきましても、コロナ禍からの早期回復

に努めるとともに、この「新しい資本主義」が
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掲げる経済の持続可能性や人づくりといった視

点を重視し、地産地消による地域経済循環をは

じめ、ゼロカーボン社会づくりやデジタル人材

の育成などの取組を進め、将来にわたって活力

ある県づくりを進めてまいります。

次に、地方活性化についてであります。

御指摘のとおり、国の補正予算案を最大限有

効活用し、次の世代のためになるような地方活

性化を推進していく、その視点が極めて重要だ

と考えております。

とりわけ、新型コロナの感染状況や経済への

影響が地域ごとに異なることから、地域の実情

に応じて活用ができる新型コロナ対応臨時交付

金は、大変重要な役割を果たしております。地

方税財政常任委員長として、これまで何度も全

国における財政需要を調査し、そのたびに、国

にその状況を伝えて、要望活動を重ねてまいっ

たところであります。

この結果、今回の補正予算案におきまして、

喫緊の感染対策や商品券の発行といった社会経

済活動の支援、次世代につながるグリーン、デ

ジタル、イノベーションなどに活用できるよう

財政措置がなされたところであります。

また、臨時交付金以外の予算につきまして

も、交付税の増額でありますとか、それ以外の

様々な財政措置がなされたところでありまし

て、こういった内容、そして、その取扱いの留

意点につきまして、知事会として、情報共有す

るための文書を全国に向けて発出する予定であ

ります。地方が工夫を凝らして有意義に活用で

きるよう、この委員会の立場で支援を行ってま

いりたいと考えております。

今後とも、真の地方活性化につながるよう、

各都道府県と連携をして取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

新型コロナ感染防止対策の観点から、昨日、

宮崎県地域医療・福祉推進協議会より、適切な

財源確保の決議文が届きました。

県内43の団体から成る協議会では、11月26

日、新型コロナウイルス感染症禍において、今

後も徹底的な感染防止対策が必要である、有事

の医療提供体制と平時の医療提供体制は維持し

なくてはならないとあり、協議会の総意とし

て、適切な財源の確保を要望されています。

県民の安全・安心、医療現場の声として理解

し、賛同するものです。ぜひとも、本県の医療

提供体制維持を願います。

次に、ＤＸ人材であります。

新しい資本主義の中でＤＸ、デジタルトラン

スフォーメーションを推進するために、情報政

策課の役割が大きくなります。

デジタルトランスフォーメーションとは、進

化したデジタル技術を浸透させることで、人々

の生活をよりよいものへと変革することです。

そこで、進化し続けるデジタル技術を生かす

ためには、人材が必要です。どのように県の人

材を育成・確保していくのか、総合政策部長に

お伺いいたします。

ＤＸ人材の育○総合政策部長（松浦直康君）

成・確保は、社会全体で、そしてまた、県庁に

おきましても大変重要な課題であると認識して

おりますことから、今年度立ち上げました宮崎

県デジタル化推進本部におきまして、重点課題

として位置づけ、全庁的な体制で取り組むこと

としております。

そのため、民間での専門的な知識や経験を有

する外部人材をデジタル化戦略アドバイザーと

して任用し、幅広い視点から職員に対する助言
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・提案をいただくとともに、ＩＣＴに適性があ

る職員を情報政策課やシステム所管課に配置

し、業務を通じた人材育成を図っているところ

であります。

また、政策立案や業務改革にＩＣＴを積極的

に活用する意識の啓発や、知識、手法を身につ

けるための研修を実施するなど、職員一人一人

の底上げにも努めてまいります。

ありがとうございます。○有岡浩一議員

次に、県土整備部長に入札制度についてお伺

いします。

本年度の新規事業として、入札システムデジ

タル化推進事業があります。入札手続のシステ

ム化により、業務の効率化と正確性向上を図る

とあります。

入札システムデジタル化推進事業の取組状況

について、県土整備部長にお伺いいたします。

入札システム○県土整備部長（西田員敏君）

デジタル化推進事業は、公共工事における総合

評価落札方式の入札手続において、これまで、

施工実績の確認など、一部紙文書により行って

いたものをオンライン化することで、申請書類

の作成や審査に要する時間が大幅に削減できる

など、受発注者双方の事務負担軽減に大きな効

果が期待できる事業と考えております。

現在は、県内の企業と契約し、電子申請する

システムの構築に向けた作業を進めている段階

でありまして、来年４月からの稼働を予定して

おります。

県では、今年度を「みやざきデジタル化元

年」と位置づけ、全庁的に、暮らしや産業分野

などのデジタル化の取組を進めていくこととし

ており、建設分野においても、今回のシステム

導入をはじめ、ＩＣＴを活用した事務の効率化

や生産性向上に積極的に取り組んでまいりま

す。

ただいま答弁いただきました○有岡浩一議員

受注・発注者双方の事務負担軽減など、これか

ら必ず必要なシステムです。県内全域に広げて

いただきたいと思います。

次に、農政水産部長に第八次宮崎県農業・農

村振興長期計画についてお伺いいたします。

「持続可能な魅力あるみやざき農業」の実現

を目指して令和３年３月に策定されました。そ

の中から３件、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

まず、農の魅力を届けるみやざきアグリフー

ドチェーンとは、どのような仕組みで、どのよ

うな取組を進めていくのかお伺いいたします。

みやざきアグ○農政水産部長（牛谷良夫君）

リフードチェーンは、生産者が大切に育てた農

畜産物を着実に消費地に届け、販売することに

加え、その価値や生産者の思いも一緒に消費者

へ届ける仕組みであり、本年度からスタートし

た長期計画の核となる取組として位置づけてお

ります。

具体的には、生産分野でのスマート農業技術

を活用した生産性の向上や産地加工機能の強

化、流通分野での集出荷場の集約や電子タグを

活用した物流の効率化、販売分野での契約取引

やＳＮＳ等を活用したデジタルマーケティング

などに取り組むこととしております。

県といたしましては、生産から流通・販売の

各分野における課題や取組の方向性を関係者で

共有するとともに、ＩＣＴやＡＩなどのデジタ

ル技術も活用しながら、本県農業の魅力を消費

者までしっかりと届けてまいります。

生産・流通・販売の関係者が○有岡浩一議員

課題を共有することは大切ですが、生産者の一

人として、地元の方たちにも食べていただき、
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地産地消として、地元の消費者の声を大切に

し、全国、海外へと広げることも意識していた

だけたらと思っております。

次に、みやざきアグリフードチェーンの実現

の中に「産地加工機能の強化」がありますが、

どのような取組を行うのか、再度お伺いいたし

ます。

食の簡便化や○農政水産部長（牛谷良夫君）

内食・中食需要の高まりなどのマーケットニー

ズに対応した、産地における高付加価値化は、

本県の農業振興を図る上で大変重要でありま

す。県内でも、ホウレンソウや里芋などの品目

で加工施設を核とした産地が形成されており、

より一層の産地拡大を図るためには、産地と加

工事業者等が連携し、生産から販売までを一体

的に取り組む「耕種版インテグレーション」を

加速化させる必要があります。

このため、県としましては、農地集約や機械

化一貫体系の導入による生産の効率化、加工施

設の機能強化を支援しますとともに、加工に意

欲のある農業法人に加えて、市場や地域商社等

の新たな加工事業者の育成に取り組むなど、多

様なニーズに的確に対応できる産地づくりを進

めてまいります。

今後の目標として、令和７年○有岡浩一議員

に４か所の加工場整備を掲げています。新型コ

ロナウイルスの影響から、ミールキット こ―

れは料理に必要な食材とレシピが入った商品で

ありますが のような加工商品のニーズが高―

まっていると伺っております。消費者志向の多

様化に対応することが求められる中、産地加工

場整備の成果を期待するものです。

次に、人材育成の視点から、多様な雇用人材

の確保について、どのような取組を進めていく

のかを再度お伺いいたします。

本県農業の生○農政水産部長（牛谷良夫君）

産力を維持していくためには、担い手に加え、

障がい者や企業等の退職者など、多様な雇用人

材を確保していくことが重要であります。

このため、第八次長期計画において、これら

の様々な人材が農業現場で活躍できる労働力融

通の仕組みづくりとして、農福連携や短期就労

の取組など、現場の特性に合わせた最適な人材

マッチングを行えるよう、「人材ベストミック

ス」の取組を推進しているところであります。

さらに、女性や若者などから、農業が働きや

すく魅力ある職業として選ばれるために、ライ

フスタイルに合った勤務体系の導入促進や、休

憩所・トイレなど受入れ環境の整備を支援して

おります。

今後とも、関係機関・団体と連携して、多様

な雇用人材の確保に取り組み、「持続可能な魅

力あるみやざき農業」の実現を進めてまいりま

す。

農福連携も徐々に広がりつつ○有岡浩一議員

ありますし、大変期待している取組でありま

す。

また、短期就労人材の活用に取り組む産地数

は、資料の中では令和元年が２産地ですが、令

和７年は13産地を目標とされています。ダブル

ワーク等の短期就労者と農業者のマッチングと

いう取組は、これからの働き方のニーズに合っ

たものとなります。多くの方々の関わりを強く

望みます。

では次に、福祉保健部長に福祉の充実につい

てお伺いいたします。

今回の質問に当たり、本県のひきこもり8050

問題の現状について、県民の理解促進を図るた

めに作成された動画を拝見しました。ま

ず、8050問題について広く知ってもらうことが
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大切だとありました。

そこで、本県のひきこもり8050問題の現状と

課題について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

平成30年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

に県が実施した調査では、ひきこもりの方の年

代は40歳代、50歳代の順に多く、これらの年代

の方々が半数近くを占めております。

一方、県のひきこもり地域支援センターで

は、支援対象者のほとんどは40歳代以下となっ

ております。センターへの相談の多くは御両親

からでありますが、50歳以上のひきこもりの

方々の多くは、御両親の高年齢化などにより、

相談窓口につながっていないものと考えられま

す。

このような状態から生じるひきこもり8050問

題は、本人がその状態から抜け出しにくくなる

ほか、御家族も高齢となり収入が減少するこ

と、また、病気や介護などにより、家族を含

め、地域からの孤立につながることなどの課題

があると認識しております。

ただいま、8050問題の課題と○有岡浩一議員

して、地域からの孤立というお話がありまし

た。

私自身、入院中に声をかけていただいたこと

で安心感をいただいたように、周辺の方々から

の挨拶や声かけなどができないだろうかと考え

ますが、現在のひきこもり8050問題への取組に

ついて、具体的に再度お伺いいたします。

高年齢のひ○福祉保健部長（重黒木 清君）

きこもりの方への支援に当たっては、本人だけ

ではなく、それを支える御家族をしっかりと受

け止める地域社会づくりが特に重要であると考

えております。

このため、県では今年度、地域の実情に通じ

た民生委員・児童委員や、地域での見守り活動

に関心のある方々を対象とした研修を開催いた

しまして、ひきこもりサポーターを養成するこ

ととしております。

さらに、県民や企業、団体などを対象とした

セミナーを開催し、ひきこもりの経験者や御家

族の方々に体験談をお話しいただくほか、就職

困難な方々を積極的に雇用している企業の方

に、参考事例などを紹介していただこうと考え

ております。

このような取組により、ひきこもり8050問題

への幅広い理解促進を図りながら、今後とも、

本人や御家族に寄り添った支援を進めてまいり

ます。

ぜひ、ひきこもりサポーター○有岡浩一議員

の皆さんの活動がより多く広がることを、強く

希望したいと思っております。

次に、一昨日、満行議員からも質問いただき

ました医療的ケア児支援法施行に伴い、本県の

状況や課題をどのように捉えているのか、再度

福祉保健部長にお伺いいたします。

令和元年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

に県が実施した調査では、医療的ケアが必要な

乳幼児や児童生徒など少なくとも106名が、県内

各地で、気管切開や経管栄養といった呼吸・栄

養等のケアを受けながら、在宅で生活しており

ます。

子供たちや御家族の在宅や社会生活を適切に

支援するには、その成長も見据えた障害福祉事

業所の充実が重要でありますが、受け入れる事

業所の数は限られ、地域偏在があるといった課

題があります。

このような中、本年度、県北地域で初の医療

型短期入所事業所が開設されるなどの動きも見

られるところでございますが、引き続き、関係
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機関との連携強化や障害福祉事業所の整備の支

援などに、しっかりと取り組む必要があると考

えております。

先月、親の会の皆さんから要○有岡浩一議員

望書を頂き、拝見しました。

私も、「ことばを育てる親の会」の保護者の

一人として活動をしておりましたので、その要

望の気持ちは十分分かります。私の場合です

が、先輩方の努力によって、子供が医療的支援

を受けることができました。関係者の努力は必

ず実を結ぶと信じ、今後とも取り組んでまいり

たいと思います。

そこで、医療的ケア児が18歳に達した後の日

中活動の場の一つである生活介護事業所につい

て、整備状況をお伺いいたします。

医療的ケア○福祉保健部長（重黒木 清君）

が必要な障がい者の生活支援には、障害福祉事

業所が重要であり、その中でも特に、日中、入

浴や食事の介護などを提供する生活介護事業所

の役割が重要となっております。

令和２年度末現在、県内に118か所あり、この

うち、看護師等を配置し、医療的ケアに対応で

きる事業所は、把握している範囲で18か所であ

ります。

受入れに当たりましては、看護師などの人材

の確保のほか、医療機関との連携や喀たんの吸

引器、非常用電源設備などの環境整備が重要と

なります。

これまで、事業所の拡大に向けて、看護師等

の研修や医療・福祉等関係機関との協議の場の

設置、設備整備の助成に取り組んできたところ

であり、引き続き、支援の実施主体である市町

村と連携を密にしながら、必要な対策を進めて

まいります。

今回のこの質問をどうしても○有岡浩一議員

やりたいという思いになったのが、実は新聞記

事でありました。新聞の相談記事がありまし

て、「娘に障害 私の死後が心配」という母親

の相談が載っておりました。親として当然であ

りますが、障がいを持った娘さんを思う母親の

記事でありました。アドバンス・ケア・プラン

ニング（ＡＣＰ）という言葉があります。家族

や医療関係者と話し合って進めることができる

治療でありますが、こういったものを、親がい

る間はできますが、親がいなくなった後、どう

いう態勢ができるのかということを大変心配し

た記事でありました。成年後見制度などもあり

ますが、これでも対応できない部分があった

り、見直しが必要だということも課題として

載っておりました。今後、こういった制度の見

直しについても注視してまいりたいと思ってお

ります。

次は、資源循環型林業について環境森林部長

にお伺いいたします。

まず、林地残材の利用状況と有効活用につい

て、県の取組をお伺いいたします。

県内の林地残○環境森林部長（河野譲二君）

材の利用は、木質バイオマス発電施設が本格稼

働を始めた平成27年以降大幅に増加し、令和２

年は、平成26年の約９倍に当たる59万9,000トン

が木質バイオマスとして利用されております。

県では、再造林の促進と林地残材の有効活用

を図るため、伐採現場から、発電施設やチップ

工場など利用施設までの輸送距離に応じた運搬

経費を支援し、資源循環型林業の推進に取り組

んでおります。

また、木質バイオマスの利用促進に向けて、

国の補助事業を活用し、木材チップ製造施設等

の整備にも支援しているところであります。

林地残材の有効活用は、山元への利益還元や
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流れ木等の災害防止にもつながることから、引

き続き、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

ただいま、本県の林地残材の○有岡浩一議員

取組について答弁がありましたが、今年の９

月16日、宮崎市内海の浸水被害の際にも、「林

地残材流失被害拡大か」とありました。

そこで、県として、林地残材の流出防止対策

についてどのように取り組んでいるのか、再度

お伺いいたします。

林地残材の適○環境森林部長（河野譲二君）

切な処理は、豪雨等による災害を防止する上で

大変重要であります。

このため県では、林地残材の分散配置やくい

の設置など、災害の未然防止に必要な留意事項

をまとめたガイドラインを作成しており、市町

村における伐採届の受付時や伐採パトロールに

おいて、伐採事業者に対し指導を行っておりま

す。

また、市町村と連携して、豪雨等により人家

や道路等へ影響を及ぼすおそれのある伐採地の

調査を行い、必要に応じ、土のうの設置等につ

いて伐採事業者を指導しており、これらに加

え、研修会の実施や注意喚起文書の発出など、

伐採事業者への普及啓発を強化することとして

おります。

県としましては、今後とも、市町村や関係団

体と連携し、林地残材の流出防止対策に、しっ

かりと取り組んでまいります。

宮崎市内海の浸水被害では、○有岡浩一議員

通常の流出を防ぐ対策はされていた、しかし、

想定以上の大雨により木材が流出してしまった

とあります。大雨で流れる可能性のある場所に

林地残材を残さないことが重要と指摘されまし

た。

関係者の理解と災害防止の視点から、流出防

止対策に努力していただくよう、強く要望して

おきます。

次に、６番目でありますが、森林窃盗につい

て警察本部長にお伺いいたします。

一昨日、前屋敷議員からも質問がありました

が、私の視点から質問させていただきます。

豊かな森が豊かな海をつくると言われ、漁師

が山に木を植える活動が広がっています。

そのような中、森林窃盗について質問をしな

ければならないことは、県民の一人として寂し

く思います。しかし、次の世代に宮崎の文化や

すばらしい環境をつなぐためにも、あえて質問

させていただきます。

まず、森林窃盗の現状と取組について警察本

部長にお伺いいたします。

森林窃盗に関す○警察本部長（佐藤隆司君）

る相談件数については、令和２年は55件、本年

は10月末現在で17件、前年同期と比べ35件の減

少となっております。

検挙件数については、令和２年は５件、本年

は10月末現在で７件、前年同期と比べて３件の

増加となっております。

警察といたしましては、相談受理時の適切な

対応はもとより、県や市長会、町村会、森林組

合連合会などと協定を結び、相互の情報共有や

連携した合同パトロールを実施し、森林窃盗の

未然防止対策の推進に努めているところであり

ます。

なお、令和２年度は、14市町村で34回、46か

所の合同パトロールを実施しております。

今後とも、関係機関等と連携を図りながら、

適切に取り組んでまいります。

森林の誤伐や盗伐対策とし○有岡浩一議員

て、関係機関と連携され、協定の締結や合同パ
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トロールを実施していただいているということ

がよく分かります。

さて、今後危惧されることは、次の世代の若

者が、自宅の資産の中に山林があっても、場所

も境界も知らないなど疎遠になってくる中で、

所有者不明の土地が増えることにより、林業従

事者の方々の伐採届等の事務負担が増大するこ

とが課題となると思われます。

そこで、調べてみました。林野庁の森林整備

部森林利用課では、共有者不明森林・所有者不

明森林への対応として、これは令和２年８月の

資料ですが、地籍調査での登記簿上の所有者不

明土地の割合は、宅地が19.3％、農用地19％、

林地28.2％とあり、人工林の約３分の２が経営

管理が不十分となっているおそれがあるとし、

「新たな制度も活用し整備」とあります。

市町村の負担や県の役割等、課題があります

が、次の世代につなぐためにも、この所有者不

明森林に対する取組が必要であります。このこ

とを申し添えて、次の質問に入りたいと思いま

す。

これは環境森林部長になりますが、林業関係

３団体が「合法伐採推進協議会」を設立され、

認定事業者に合法木材流通の指導を徹底してい

ると伺いました。

そこで、合法木材の流通促進に、県はどのよ

うに取り組んでいるのか、環境森林部長にお伺

いいたします。

合法木材の流○環境森林部長（河野譲二君）

通促進につきましては、警察や市町村等との伐

採パトロールの実施に加え、森林管理署や県ト

ラック協会等の協力を得て、伐採現場の情報を

市町村に連絡する体制を整備するとともに、林

業団体と連携し、各団体が認定している伐採事

業者への立入調査を実施するなど、合法木材流

通の指導を強化しているところであります。

また、流通する木材の合法性を担保するた

め、森林ＧＩＳを活用し、伐採現場の位置情報

をはじめ、樹種や出材量、原木市場までの運搬

等を「見える化」し、原木のトレーサビリ

ティーを確保する仕組みづくりの実証も進めて

いるところであります。

今後とも、市町村や関係団体、警察等との連

携を一層強化し、合法木材の流通促進に努めて

まいります。

関係団体または認定事業者も○有岡浩一議員

含めまして、いろんな皆さん方の御努力で宮崎

の林業がますます発展することを、強く願って

おります。

それでは、次の質問に入りたいと思います。

中山間地域の振興について総合政策部長にお

伺いいたします。

宮崎県中山間地域振興計画が、令和元年度か

ら令和４年度で進められています。

平成30年のアンケートでは、日常生活におい

て買物や交通手段が深刻化しているとありまし

た。

そこで、中山間地域における、日常生活に必

要なサービスや機能を維持するための取組につ

いてお伺いいたします。

中山間地域に○総合政策部長（松浦直康君）

おきましては、人口減少や高齢化がより早く進

んでおり、将来にわたって安心して暮らすこと

のできる環境づくりが、喫緊の課題となってお

ります。

このため県では、中山間地域振興計画に位置

づけております、「宮崎ひなた生活圏づくり」

として、地域住民の互助輸送等によりまして、

中心集落における買物や医療等のサービスを周

辺集落も利用するためのネットワーク化や、地
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域内での見守りなどの体制づくりを進めている

ところであります。

その際、地域住民に主体的に参加していただ

くことが大変重要でありますので、住み続ける

上での困り事や、今から取り組んでおくべきこ

となどについて、住民参加によるワークショッ

プを開催しているところであります。そして、

合意された取組に対しましては補助等も行って

おりまして、地域の交流拠点の整備などにつな

がっております。

それでは再度、総合政策部長○有岡浩一議員

にお伺いいたします。

ただいま答弁いただきましたが、宮崎ひなた

生活圏づくりにおいて、タクシーやコミュニ

ティーバス等の利用が難しい地域があります。

そこで、中山間地域の移動手段を確保するた

めの対策について再度お伺いいたします。

現在県内に○総合政策部長（松浦直康君）

は、高齢者をはじめとする移動困難者の通院や

買物に対し、住民ボランティアによる互助輸送

が行われている地域があります。

しかしながら、住民の善意に基づいた互助輸

送の場合、対価の支払いが禁じられていること

や運転手の確保などの点で、将来も持続できる

のかどうかという懸念がございます。

このため県では、営利目的でない範囲で運送

の対価を求めることが可能な、道路運送法上の

自家用有償旅客運送の導入に向け、住民を交え

た調査を、２つの地域で実施しているところで

あります。

中山間地域におきましては、移動手段の確保

が安全安心な暮らしを守る上で欠かせないもの

と考えておりますので、今後とも、しっかりと

取り組んでまいります。

今、答弁いただきましたが、○有岡浩一議員

県内で２か所の地域で実施していらっしゃるよ

うですが、やはりこういった情報を県内各地に

提供していただきながら、その地域ができる取

組を一つ一つ後押しいただきながら、住みやす

い地域づくりに地域みんなで取り組むという、

そういった中山間地域の姿を期待して、次の質

問に入りたいと思います。

次は教育委員会になりますが、教育相談につ

いて教育長にお伺いいたします。

教育委員会が行っている「ふれあいコール」

と「ネットいじめ目安箱サイト」は、どのよう

な取組をしているのかお伺いいたします。

「ふれあいコー○教育長（黒木淳一郎君）

ル」につきましては、児童生徒と保護者を対象

に、学校教育や家庭教育の悩みなどの相談に対

しまして、専門員６名による電話相談を行って

おります。昨年度の実績につきましては、390件

となっております。

「ネットいじめ目安箱サイト」につきまして

は、県教育研修センターのホームページ上に開

設しておりまして、ネット上のいじめの被害な

どの悩みに対して、スマートフォンなどから相

談したり、解決の手だてを学んだりできるよう

になっております。昨年度の実績につきまして

は、アクセス件数が1,419件となっております。

いずれの取組におきましても、寄せられまし

た相談で学校等との連携が必要なケースは、情

報を共有し、その解決に向け、取り組む体制を

整えているところであります。

今回の質問をする中で、いろ○有岡浩一議員

いろ教えていただきました。夏季休業前に県内

全児童生徒に対し、電話番号・ＱＲコード付

カードを配付し周知を図っていることは、確認

させていただきました。

ただ、自分で抱え込んでしまい、相談までた
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どり着かない子供たちもいます。

そこで、子供たちに相談できる力を身につけ

させるためにどのような取組をされているの

か、再度教育長にお伺いいたします。

各学校では、相談○教育長（黒木淳一郎君）

体制の充実や人間関係づくり等に積極的に取り

組み、子供たちの相談しやすい環境づくりに努

めてまいりました。

しかしながら、議員がおっしゃるとおり、悩

みを一人で抱え込み、誰にも相談できない子供

たちに対して、どのようにサポートをしていく

かも、課題として挙げられているところであり

ます。

そのため、県教育委員会では、昨年度から、

小・中・高、それぞれ１校を推進校として指定

し、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進し

ております。

その中で、つらいときや苦しいときには、信

頼できる大人に助けを求める方法を学ぶなど、

具体的な行動スキルを身につけさせる学習に取

り組んでおります。

今後は、この推進校の取組をハンドブックに

まとめ、県内全ての公立学校に広げていくこと

で、取組の強化を図ってまいります。

答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

信頼できる大人の一人にならなきゃいけない

なという思いもありますけれども、この相談す

る力というのは、大人になってからも必要であ

ると思いますし、お互いに話し合って助け合う

精神は、いつの時代でも必要です。今後とも、

地域ぐるみで子供たちを見守っていきたいと

思っております。

今回、19問の質問をさせていただきました

が、まだ時間がたくさんあるようですので、幾

つか新聞記事等の中から紹介させていただきま

す。

宮崎日機装メディカル新工場建設の記事が、

宮崎日日新聞の11月12日付で掲載されました。

これには、人工透析時につなぐ血液回路を生産

とあり、ベトナム、タイの工場で生産してきた

ものがありましたが、新型コロナウイルス感染

拡大により供給網の混乱を受け、「命を支える

基礎的、必須の製品を国内で生産することは企

業の社会的責務」と甲斐社長が判断し、このよ

うな工場建設が計画されました。

宮崎出身の甲斐社長でありますが、真剣に命

と向き合う覚悟を感じました。このように企業

側の社会的責務ということで取り組んでいただ

けることは大変ありがたいですし、命を守ると

いうことの大切さをいま一度考えさせられた記

事でありました。地域の雇用の場にもつながっ

てまいりますので、今後とも、御支援をお願い

したいと思います。

最後に、次の世代にどのような宮崎をつなぐ

ことができるのか考えたとき、今回、気候非常

事態宣言を調べてみました。

気候非常事態宣言決議案が、令和２年11月19

日、衆議院で可決。国内の自治体では、長崎県

壱岐市が2019年９月25日、諸塚村が2020年３

月13日、５都県84の市町村が気候非常事態宣言

を行っております。気候変動の影響による被害

から、生命、財産、生活を守るための取組を強

化するということが書かれております。

私どもの、ここ宮崎県においても、住みやす

い宮崎県へ、知事を先頭にオール宮崎で環境を

守る取組が求められるときが来ていると思いま

すし、それに取り組むべきだと考えておりま

す。

このことを申し上げまして、私の一般質問を
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終わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○濵砂 守副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時43分散会

令和３年12月２日(木)

- 168 -


